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別 表 一 の 表 中
「
 の 15 ％ 又 は 19 ％ 相 当 額

」

を

「
 の 15 ％、 17 ％ 又 は 19 ％ 相 当 額

」

に 改 め 、 同 表 の 記 載 要 領 第 九 号 後 段 を 次 の よ う に 改 め る 。

この場合において、法第66条第６項（各事業年度の所得に対する法人税の税率）に規定する中小通算法人に該当する内国法人（当該事業年度が当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に

終了するものに限る。）又は通算親法人である協同組合等のうち令和７年４月１日前に開始した事業年度において租税特別措置法第42条の３の２（中小企業者等の法人税率の特例）の規定の適用を受け

るものにあつては「（と800万円× 12 のうち少ない金額）又は」を消し、その他の内国法人にあつては「又は（別表一付表「５」）」を消すこと。

別 表 一 の 記 載 要 領 第 九 号 中「（各事業年度の所得に対する法人税の税率）」 を 削 り 、「人格のない社団等 租税特別措置法第42条の３の２（中小企業者等の法人税率の特例）の規定の適用を受ける場合には

「又は19％」を消し、その他の場合には「15％又は」を消すこと。」 を「人格のない社団等」 に 改 め 、 同 号 中「もの 「又は19％」を消すこと。」 を「もの」 に 改 め 、 同 第 十 号 を 削 り 、 同 第 十 一 号 を 同 第 十

号 と し 、 同 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

11 「の15％、17％又は19％相当額 」の欄の記載に当たつては、次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定めるところによること。

 第９号に掲げる法人（通算法人を除く。） 次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定めるところによること。

イ 令和７年４月１日以後に開始する事業年度 租税特別措置法第42条の３の２の規定の適用を受ける場合において「所得金額又は欠損金額（別表四「52の」） 」の欄の金額が10億円（当該事業年度が１年に満た

ない場合（同法第66条の11の３第４項（認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例）の規定の適用を受ける場合を除く。）には、10億円を12で除し、これに当該事業年度の月数を

乗じて計算した金額。イ及びイにおいて同じ。）以下であるときは「、17％又は19％」を消し、同法第42条の３の２の規定の適用を受ける場合において同欄の金額が10億円を超えるときは「15％、」

及び「又は19％」を消し、その他の場合には「15％、17％又は」を消すこと。

 第９号に掲げる法人（通算法人を除く。） 次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定めるところによること。

イ 令和７年４月１日以後に開始する事業年度 「所得金額又は欠損金額
（別表四「52の」） 」の金額が10億円以下である場合には「、17％又は19％」を消し、その他の場合には「15％、」及び「又は19％」を消す

こと。

ロ 令和７年４月１日前に開始した事業年度 「、17％又は19％」を消すこと。

 通算法人である第９号に掲げる法人 「、17％又は19％」を消すこと。

別 表 一 付 表 の 記 載 要 領 第 一 号 中「うち」 の 次 に「所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第13号）第８条の規定による改正前の」 を 加 え る 。

令
和

年

月


日
月
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報

法 人 税 法 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令

法 人 税 法 施 行 規 則 （ 昭 和 四 十 年 大 蔵 省 令 第 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 十 二 条 第 二 項 中 「 別 表 十 付 表 」 を 「 別 表 十 付 表 」 に 、「 別 表 十 十 一 」 を 「 別 表 十 十 二 」 に 改 め る 。

第 六 十 一 条 の 二 第 三 項 及 び 第 六 十 一 条 の 四 第 三 項 中 「 別 表 十 付 表 ま で 、 別 表 十 、 別 表 十 十 一 」 を 「 別 表 十 付 表 一 ま で 、 別 表 十 付 表 三 か ら 別 表 十 付 表 ま で 、 別 表 十 、 別 表 十 十 二 」 に 改 め る 。

ロ 令和７年４月１日前に開始した事業年度 租税特別措置法第42条の３の２の規定の適用を受ける場合には「、17％又は19％」を消し、その他の場合には「15％、17％又は」を消すこと。

 通算法人である第９号に掲げる法人 次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定めるところによること。

イ 令和７年４月１日以後に開始する事業年度（所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第13号）附則第39条（中小企業者等の法人税率の特例に関する経過措置）に規定する経過事業年度

（ロにおいて「経過事業年度」という。）を除く。） 「15％、17％又は」を消すこと。

ロ 令和７年４月１日前に開始した事業年度（経過事業年度を含む。） 租税特別措置法第42条の３の２の規定の適用を受ける場合には「、17％又は19％」を消し、その他の場合には「15％、17％又

は」を消すこと。





別 表 一 の 二 の 表 中

「
 の 15 ％ 又 は 19 ％ 相 当 額

」

を

「
 の 15 ％、 17 ％ 又 は 19 ％ 相 当 額

」

に 、

「
 の 15 ％ 又 は 19 ％ 相 当 額

」

を

「
 の 15 ％、 17 ％ 又 は 19 ％ 相

」

に 改 め 、 同 表 の 記 載 要 領 第 一 号 中「第10号」 を「第12号」 に 改 め 、 同 第 六 号 後 段 を 削 り 、 同 第 十 一 号 を 同 第 十 三 号 と し 、 同 第 八 号 か ら 第 十 号 ま で を 二 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 同 第 七 号 を 同 第 八 号 と し 、

同 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

当 額

９ 「の15％、17％又は19％相当額 」の欄の記載に当たつては、第６号に規定する外国法人の次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定めるところによること。

 令和７年４月１日以後に開始する事業年度 租税特別措置法第42条の３の２の規定の適用を受ける場合において「所得金額又は欠損金額（別表四「52の」） 」の欄の金額が10億円以下であるときは「、17％又は

19％」を消し、同条の規定の適用を受ける場合において同欄の金額が10億円を超えるときは「15％、」及び「又は19％」を消し、その他の場合には「15％、17％又は」を消すこと。

 令和７年４月１日前に開始した事業年度 租税特別措置法第42条の３の２の規定の適用を受ける場合には「、17％又は19％」を消し、その他の場合には「15％、17％又は」を消すこと。

別 表 一 の 二 の 記 載 要 領 第 六 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

７ 「の15％、17％又は19％相当額 」の欄の記載に当たつては、前号に規定する外国法人の次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定めるところによること。

 令和７年４月１日以後に開始する事業年度 租税特別措置法第42条の３の２（中小企業者等の法人税率の特例）の規定の適用を受ける場合において「所得金額又は欠損金額（別表四「52の」） 」の欄の金額が10

億円（当該事業年度が１年に満たない場合には、10億円を12で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額。及び第９号において同じ。）以下であるときは「、17％又は19％」を消し、

同条の規定の適用を受ける場合において同欄の金額が10億円を超えるときは「15％、」及び「又は19％」を消し、その他の場合には「15％、17％又は」を消すこと。

 令和７年４月１日前に開始した事業年度 租税特別措置法第42条の３の２の規定の適用を受ける場合には「、17％又は19％」を消し、その他の場合には「15％、17％又は」を消すこと。

別 表 三 の 表 中

「 留 保 控 除 額
（別表三（一）付表一「33」） 」

を

「 留 保 控 除 額
（別表三（一）付表一「34」） 」

に 改 め 、 同 表 の 記 載 要 領 第 二 号 中「別表十（六）「15」」 を「別表十（七）「15」」 に 改 め 、 同 第 三

号 を 削 り 、 同 第 四 号 を 同 第 三 号 と し 、 同 第 五 号 を 同 第 四 号 と し 、 同 第 六 号 を 同 第 五 号 と す る 。

別 表 三 付 表 一 の 表 を 次 の よ う に 改 め る 。
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
年

月


日
月
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報
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別 表 四 の 表 中

「 特定目的会社等の支払配当又は特定目的信託に係る受託法人の利益の分配等の損
金算入額
（別表十（八）「13」、別表十（九）「11」又は別表十（十）「16」若しくは「33」） 」

を

「 特定目的会社等の支払配当又は特定目的信託に係る受託法人の利益の分配等の損
金算入額
（別表十（九）「13」、別表十（十）「11」又は別表十（十一）「16」若しくは「33」） 」

に 、

「 農 業 経 営 基 盤 強 化 準 備 金 積 立 額 の 損 金 算 入 額
（別表十二（十三）「10」） 47

農 用 地 等 を 取 得 し た 場 合 の 圧 縮 額 の 損 金 算 入 額
（別表十二（十三）「43の計」） 48

関西国際空港用地整備準備金積立額、中部国際空港整備準備金積立額又は再投資
等準備金積立額の損金算入額
（別表十二（十）「15」、別表十二（十一）「10」又は別表十二（十四）「12」）

49

特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の特別勘定繰
入額の損金算入額又は特別勘定取崩額の益金算入額

（別表十（六）「21」－「11」）
50 ※

」

を

「 農業経営

関西国際
等準備金
（別

特定事業
入額の損

特 許

基盤強化準備金積立額及び農用地等を取得した場合の圧縮額の損金算入額
（別表十二（十三）「９」＋「42の計」）

空港用地整備準備金積立額、中部国際空港整備準備金積立額又は再投資
積立額の損金算入額
表十二（十）「15」、別表十二（十一）「10」又は別表十二（十四）「12」）

活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の特別勘定繰
金算入額又は特別勘定取崩額の益金算入額

（別表十（七）「21」－「11」）

権 等 の 譲 渡 等 に よ る 所 得 の 特 別 控 除 額
（別表十（五）「12」）

47

48

49 ※

50 ※
」

に 改 め 、 同 表 の 記 載 要 領 第 七

号 を 次 の よ う に 改 め る 。

令
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外
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報
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７
「特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合
の特別勘定繰入額の損金算入額又は特別勘定取崩額の益金算入額

（別表十（七）「21」－「11」）

」
の欄の記載に当たつては、次によること。

 「留保 」の欄には、別表十（七）「23」の金額から同表「13」の金額を減算した金額を記載すること。

 「社外流出 」の欄には、別表十（七）「22」の金額から同表「12」の金額を減算した金額を記載すること。

別 表 六 の 記 載 要 領 第 一 号 中 「第３号から第５号までにおいて同じ。 」 を 削 り 、 同 第 三 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

３ 「所 得 金 額 仮 計
（別表四「26の」） 」の欄は、当該事業年度において法第64条の８（通算法人の合併等があつた場合の欠損金の損金算入）の規定により損金の額に算入された金額又は令第19条第６項（関連

法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額）の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの規定を適用しないで計算した場合の別表四「26の」の金額を記載すること。

別 表 六 の 記 載 要 領 第 四 号 及 び 第 五 号 を 削 り 、 同 第 六 号 を 同 第 四 号 と し 、 同 第 七 号 を 同 第 五 号 と す る 。

別 表 六 の 表 中

「

情報技術事業適応設備を取得した場合、事業適応繰延資産となる
費用を支出した場合又は生産工程効率化等設備等を取得した場合
の法人税額の特別控除

」

を

「

情報技術事業適応設備を取得した場合、事業適応繰延資産となる
費用を支出した場合又は生産工程効率化等設備を取得した場合の
法人税額の特別控除

」

に 、

「 別表六（二十三）「15」

」

を

「 別表六（二十三）「18」

」

に 、

「 別表六（二十四）「43」

」

を

「 別表六（二十四）「37」

」

に 、

「 別表六（二十六）「41」

」

を

「 別表六（二十六）「38」

」

に 、

「 別表六（

令
和

年

月


日
月
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報

別 表 五 付 表 の 記 載 要 領 第 二 号 中 「第８条第２項 」 を 「第８条第３項 」 に 改 め る 。

別 表 六 の 記 載 要 領 第 二 号 中 「第９条の７第６項本文 」 を 「第９条の７第４項本文 」 に 改 め 、 同 第 三 号 中 「第48条の13第７項本文 」 を 「第48条の13第５項本文 」 に 改 め る 。

別 表 六 付 表 一 の 記 載 要 領 第 一 号 中 「第９条の７第６項ただし書 」 を 「第９条の７第４項ただし書 」 に 、「第48条の13第７項ただし書（ 」 を 「第48条の13第５項ただし書（ 」 に 、「同令第48条の13第７項た

だし書 」 を 「同項ただし書 」 に 改 め る 。





二十八）「22」

」

に 、

「 別表六（二十三）「22」

」

を

「 別表六（二十三）「25」

」

に 、を

「 別表六（二十八）「20」

」

別表六（二十三）「17」

別表六（二十四）「50」

別表六（二十四）「45」

別表六（二十三）「20」

別表六（二十四）「44」

別表六（二十四）「39」

「 別表六（二十六）「43」

」

を

「 別表六（二十六）「40」

」

に 、

「 別表六（二十八）「29」

別表六（二十八）「24」

」
を

「 別表六（二十八）「27」

別表六（二十八）「22」

」

に 改 め 、 同 表 の 記 載 要 領 第 一 号 中「、第42条の12の６第２項（認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合

の法人税額の特別控除）又は第42条の12の７第４項から第８項まで、第10項若しくは第11項（事業適応設備」 を「又は第42条の12の６第２項から第４項まで、第６項若しくは第７項（生産工程効率化等設

備」 に 改 め 、 同 号 及 び を 次 の よ う に 改 め る 。

 所得税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第８号）第13条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の４第１項、第４項、第７項若しくは第13項（試験研究を行つた場合の法人税額の特

別控除）（同項の規定を同条第18項において準用する場合を含む。）、第42条の11の３第２項（地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除）又は第42条の12第１項若

しくは第２項（地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除）の規定

別 表 六 付 表 の 表 中

「 別表六（二十三）「20」

」

を

「 別表六（二十三）「23」

」
に 、

「 別表六（二十四）「48」

」

を

「 別表六（二十四）「42」

」

に 、

「 別表六（二十八）「27」

」

を

「 別表六（二十八）「25」

」

に 改 め 、 同 表 の 記 載 要 領 第 一 号 中「第42条の12の７第８項若しくは第11項（事業適応設備」 を「第42条の12

の６第４項若しくは第７項（生産工程効率化等設備」 に 改 め 、 同 号 中「所得税法等の一部を改正する法律（令和５年法律第３号）第10条」 を「所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第13号）

第８条」 に 、「又は」 を「、第42条の９第２項（沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除）又は」 に 改 め る 。
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 所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第13号）第８条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の６第２項若しくは第３項（中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別

控除）、第42条の９第１項若しくは第２項（沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除）、第42条の12の４第２項若しくは第３項（中小企業者等が特定経営力向上設

備等を取得した場合の法人税額の特別控除）、第42条の12の６第２項（認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除）又は第42条の12の７第４項若しくは第５項（事業

適応設備を取得した場合等の法人税額の特別控除）の規定





別 表 六 の 表 中

「 令和６年４月１日以後に開始する事
業年度において、≧10億円かつ
≧1000人の場合又は＞2000人の
場合において、＞０のとき又は設
立事業年度若しくは合併等事業年度
に該当するとき

＞× 40100 」

を

「
≧10億円かつ≧1000人の場合
又は＞2000人の場合において、
＞０のとき又は設立事業年度若し
くは合併等事業年度に該当するとき

＞× 40100
」

に 改 め 、 同 表 の 記 載 要 領 第 一 号 中「対象年度（」 を 削 り 、「対象年度をいう。において同じ。）」

を「対象年度」 に 、「をいう。及び第５号において同じ」 を「又は所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第13号）第８条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の13第５項（法人税の額

から控除される特別控除額の特例）に規定する特定税額控除規定をいう」 に 、「法人が同法」 を「法人が租税特別措置法」 に 改 め 、「（において「他の事業年度」という。）」 を 削 り 、「。において同じ。）の」

を「。）の」 に 改 め 、 同 号 を 削 り 、 同 号 中「第42条の12の７第７項又は第10項（事業適応設備」 を「第42条の12の６第３項又は第６項（生産工程効率化等設備」 に 改 め 、 同 号 を 同 号 と し 、 同 第 二 号

を 削 り 、 同 第 三 号 中「第42条の12の７第18項」 を「第42条の12の６第14項」 に 改 め 、 同 号 を 同 第 二 号 と し 、 同 第 四 号 中「第27条の12の７第12項第１号（事業適応設備」 を「第27条の12の６第10項第１号（生

産工程効率化等設備」 に 改 め 、 同 号 を 同 第 三 号 と し 、 同 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

４
「前事業年度の基準所得等金額の合計額
（（前事業年度の月数調整前の）の合計）

（マイナスの場合は０） 」
 の欄の記載に当たつては、当該事業年度開始の日から起算して１年（当該事業年度が１年に満たない場合には、当該事業年度の期間）前の日を含む

前事業年度にあつては、当該前事業年度の月数調整前の別表六（七）「14」の金額を当該前事業年度の月数で除し、これに同日から当該前事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額を「前

事業年度の月数調整前の」の金額として計算すること。

別 表 六 の 記 載 要 領 第 五 号 を 削 り 、 同 第 六 号 を 同 第 五 号 と し 、 同 第 七 号 を 同 第 六 号 と す る 。

別 表 六 の 記 載 要 領 第 一 号 中「又は所得税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第８号）第13条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の13第５項（法人税の額から控除される特別控除額の特

例）」 を 削 り 、「が租税特別措置法」 を「が同法」 に 、「次号イ⒤及びロ⒤」 を「次号イ」 に 改 め 、 同 第 二 号 中「掲げる場合に」 を「掲げる場合のいずれにも」 に 改 め 、 同 号 イ 及 び ロ を 次 の よ う に 改 め

る 。

イ 当該通算法人若しくは他の通算法人のいずれかが、別表十八（二）「４」の金額が10億円以上であり、かつ、同表「５」の数が1000人以上である場合又は当該通算法人若しくは他の通算法人の

いずれかが、同表「５」の数が2000人を超える場合

ロ
「各通算法人の前事業年度の基準通算所得等金額の合計額を合計した金額

（別表十八（二）「11の計」）
（マイナスの場合は０）


」
の金額が０を超える場合又は当該通算法人の対象年度が合併等事業年度（租税特別措置法第42条の13第７項第４

号に規定する合併等事業年度をいう。第４号において同じ。）に該当する場合
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別 表 六 の 記 載 要 領 第 三 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

 前号イ及びロに掲げる場合のいずれにも該当する場合 「30又は」を消すこと。
別 表 六 の 記 載 要 領 第 五 号 中「次号」 を「次号」 に 改 め 、 同 第 六 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

６ 「前事業年度の基準通算所得等金額の合計額
（（前事業年度の月数調整前の）の合計） 」の欄の記載に当たつては、当該対象期間開始の日を含む前事業年度にあつては、当該前事業年度の月数調整前の別表六（八）「９」の金額を当該前

事業年度の月数で除し、これに同日から当該前事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額を「前事業年度の月数調整前の」の金額として計算すること。

別 表 六 の 記 載 要 領 第 一 号 中「租税特別措置法」 の 次 に「第42条の４第１項（試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除）又は所得税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第８号）第13条の規定

による改正前の租税特別措置法（以下この号において「令和６年旧措置法」という。）」 を 加 え 、「同条第８項第３号」 を「租税特別措置法第42条の４第８項第３号」 に 改 め 、「同条第１項」 の 次 に「又は令和

６年旧措置法第42条の４第１項」 を 加 え る 。

別 表 六 付 表 の 記 載 要 領 第 一 号 中「）において同条第１項」 の 次 に「又は所得税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第８号）第13条の規定による改正前の租税特別措置法（以下この号において「令

和６年旧措置法」という。）第42条の４第１項（試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除）」 を 加 え 、「同条第８項第３号イ」 を「租税特別措置法第42条の４第８項第３号イ」 に 改 め 、「他の事業年度におい

て同条第１項」 の 次 に「又は令和６年旧措置法第42条の４第１項」 を 加 え る 。

別 表 六 の 記 載 要 領 第 一 号 中「租税特別措置法」 の 次 に「第42条の４第４項（試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除）又は所得税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第８号）第13条の規定

による改正前の租税特別措置法（以下この号において「令和６年旧措置法」という。）」 を 加 え 、「同条第８項第３号」 を「租税特別措置法第42条の４第８項第３号」 に 改 め 、「同条第４項」 の 次 に「又は令和

６年旧措置法第42条の４第４項」 を 加 え る 。
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別 表 六 付 表 の 記 載 要 領 第 一 号 中 「）において同条第４項 」 の 次 に 「又は所得税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第８号）第13条の規定による改正前の租税特別措置法（以下この号において「令

和６年旧措置法」という。）第42条の４第４項（試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除） 」 を 加 え 、「同条第８項第３号イ 」 を 「租税特別措置法第42条の４第８項第３号イ 」 に 改 め 、「他の事業年度におい

て同条第４項 」 の 次 に 「又は令和６年旧措置法第42条の４第４項 」 を 加 え る 。

別 表 六 十 一 の 記 載 要 領 中 「租税特別措置法 」 の 次 に 「第42条の４第１項（試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除）又は所得税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第８号）第13条の規定に

よる改正前の租税特別措置法（以下この記載要領において「令和６年旧措置法」という。） 」 を 加 え 、「同条第８項第３号 」 を 「租税特別措置法第42条の４第８項第３号 」 に 改 め 、「同条第１項 」 の 次 に 「又は

令和６年旧措置法第42条の４第１項 」 を 加 え 、 同 中 「同条第４項 」 の 次 に 「又は令和６年旧措置法第42条の４第４項 」 を 加 え 、 同 中 「同条第４項 」 の 次 に 「又は令和６年旧措置法第42条の４第４項 」

を 加 え 、「同条第８項第３号イ 」 を 「租税特別措置法第42条の４第８項第３号イ 」 に 改 め る 。

別 表 六 十 二 の 記 載 要 領 第 一 号 中 「租税特別措置法 」 の 次 に 「第42条の４第７項（試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除）又は所得税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第８号）第13条の規

定による改正前の租税特別措置法（以下この号において「令和６年旧措置法」という。） 」 を 加 え 、「同条第８項第３号 」 を 「租税特別措置法第42条の４第８項第３号 」 に 改 め 、「同条第７項 」 の 次 に 「又は令

和６年旧措置法第42条の４第７項 」 を 加 え る 。





別 表 六 十 五 の 表 中

「 差 引 当 期 税 額 基 準 額 残 額
－－（別表六（二十三）「15」）」

を

「 差 引 当 期 税 額 基 準 額 残 額
－－（別表六（二十三）「18」）」

に 改 め 、 同 表 の 記 載 要 領 第 一 号 中「所得税法等の一部を改正する法律（令和５年法律第３号）第10条」

を「所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第13号）第８条」 に 、「第42条の６第３項（」 を「（以下この号において「令和７年旧措置法」という。）第42条の６第２項若しくは第３項（」 に 、「第42条

の６第３項の」 を「第42条の６第３項又は令和７年旧措置法第42条の６第３項の」 に 改 め る 。
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別 表 六 十 二 付 表 一 の 記 載 要 領 第 一 号 中 「が租税特別措置法 」 の 次 に 「第42条の４第７項（試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除）又は所得税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第８号）第

13条の規定による改正前の租税特別措置法（以下この号において「令和６年旧措置法」という。） 」 を 加 え 、「同条第８項第３号 」 を 「租税特別措置法第42条の４第８項第３号 」 に 改 め 、「同条第７項 」 の 次 に

「又は令和６年旧措置法第42条の４第７項 」 を 加 え 、「同法 」 を 「租税特別措置法 」 に 改 め る 。

別 表 六 十 二 付 表 二 の 記 載 要 領 第 一 号 中 「適用対象事業年度において同条第７項 」 の 次 に 「又は所得税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第８号）第13条の規定による改正前の租税特別措置法（以

下この号において「令和６年旧措置法」という。）第42条の４第７項（試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除） 」 を 加 え 、「同条第８項第３号イ 」 を 「租税特別措置法第42条の４第８項第３号イ 」 に 改 め 、

「他の事業年度において同条第７項 」 の 次 に 「又は令和６年旧措置法第42条の４第７項 」 を 加 え る 。

別 表 六 十 三 の 記 載 要 領 第 一 号 中 「同項 」 の 次 に 「（同条第18項において準用する場合を含む。）又は所得税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第８号）第13条の規定による改正前の租税特別措置法第

42条の４第11項（試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除） 」 を 加 え る 。

別 表 六 十 四 の 記 載 要 領 第 一 号 中 「。） 」 の 次 に 「又は所得税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第８号）第13条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の４第13項（試験研究を行つた場合の法

人税額の特別控除）（同条第18項において準用する場合を含む。） 」 を 加 え る 。

別 表 六 十 六 の 記 載 要 領 第 一 号 中 「が租税特別措置法 」 の 次 に 「第42条の９第１項若しくは第２項（沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除）、所得税法等の一部を改

正する法律（令和７年法律第13号）第８条の規定による改正前の租税特別措置法（以下この号において「令和７年旧措置法」という。） 」 を 加 え 、「（以下この号において「令和３年旧措置法」という。） 」 を

削 り 、「令和４年旧措置法第42条の９第２項又は令和３年旧措置法 」 を 「令和７年旧措置法第42条の９第２項又は令和４年旧措置法 」 に 改 め る 。

別 表 六 十 八 の 表 を 次 の よ う に 改 め る 。


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別 表 六 十 八 の 記 載 要 領 第 一 号 中 「又は所得税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第８号）第13条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の11第２項（国際戦略総合特別区域において機械等を

取得した場合の法人税額の特別控除） 」 を 削 る 。

別 表 六 十 九 の 記 載 要 領 第 一 号 中 「又は所得税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第８号）第13条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の11の２第２項（地域経済牽引事業の促進区域内にお

いて特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除） 」 を 削 り 、 同 第 二 号 に 次 の よ う に 加 え る 。

 当該事業年度が令和９年４月１日以後に開始する事業年度である場合

別 表 六 二 十 一 の 記 載 要 領 第 三 号 中 「からまでに 」 を 「次に 」 に 改 め 、「及び所得税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第８号。において「令和２年改正法」という。）附則第115条第１項（第

16条の規定による改正に伴う地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置）に規定する要件適格連結法人のからまでに掲げる規定の適用を受けた連

結事業年度 」 を 削 り 、 同 号 か ら ま で を 削 る 。

別 表 六 二 十 三 の 表 を 次 の よ う に 改 め る 。






令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



別 表 六 二 十 三 の 記 載 要 領 第 一 号 中「所得税法等の一部を改正する法律（令和５年法律第３号）第10条」 を「所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第13号）第８条」 に 、「第42条の12の４第３項

（」 を「（以下この号において「令和７年旧措置法」という。）第42条の12の４第２項若しくは第３項（」 に 、「第42条の12の４第３項の」 を「第42条の12の４第３項又は令和７年旧措置法第42条の12の４第３

項の」 に 改 め 、 同 第 四 号 中「「翌期繰越額－ 」」 を

「「翌期繰越額
－ 」」 に 改 め 、 同 号 を 同 第 七 号 と し 、 同 第 三 号 中「「同上のうち特定中小企業者等に係る額 」」 を「「同上のうち特定中小企業者等に係る額

」」 に 改 め 、「法人が」 の 次 に「指定事業の用（」 を 、「指定事業の用」 の 次 に「をいう。次号において同じ。）」 を 加 え 、「同項に規定する特定経営力向上設備等」 を「同法第42条の12の４第２項第１号に掲げ

る減価償却資産」 に 改 め 、 同 号 を 同 第 五 号 と し 、 同 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

６
「税 額 控 除 限 度 額


」
の分子の空欄には、その指定事業の用に供した特定経営力向上設備等が租税特別措置法第42条の12の４第１項第２号ロに規定する特定建物等に該当す× 100 ＋（－）×

７
100 ＋×

10
100

る場合には「２」と記載し、その他の場合には「１」と記載すること。

別 表 六 二 十 三 の 記 載 要 領 第 二 号 中「「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 」」 を「「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 」」 に 改 め 、 同 号 を 同 第 三 号 と し 、 同 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

４ 「差引改定取得価額 」の欄は、特定機械装置等（租税特別措置法第42条の12の４第１項第２号に規定する特定機械装置等をいう。以下この号において同じ。）につき同条第２項の規定の適用を受－

ける場合において、一の生産等設備を構成する特定機械装置等の取得価額の合計額が60億円を超えるときは、
「差 引 改 定 取 得 価 額
60億円× －

一の生産等設備を構成する特定機械装置等の取得価額の合計額

」
と読み替

えて計算した金額を記載すること。この場合には、「機械設備等の概要」の欄に当該合計額その他参考となるべき事項を記載すること。

別 表 六 二 十 三 の 記 載 要 領 第 一 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

２ 「措法第42条の12の４第２項各号の該当号
（経 営 力 向 上 設 備 等 の 該 当 区 分） 」の欄の記載に当たつては、次によること。

 令和７年４月１日以後に取得又は製作若しくは建設をする特定経営力向上設備等（租税特別措置法第42条の12の４第１項に規定する特定経営力向上設備等をいう。以下この号及び第６号において

同じ。）にあつては、括弧の中には、当該特定経営力向上設備等が中小企業等経営強化法施行規則（平成11年通商産業省令第74号）第16条第２項各号（経営力向上設備等の要件等）に掲げる設備等又

は同条第３項に規定する設備等のいずれに該当するかに応じその該当号又は該当項を記載すること。

 令和７年４月１日前に取得又は製作若しくは建設をした特定経営力向上設備等にあつては、「第１号・第２号」を消し、括弧の中には、当該特定経営力向上設備等が中小企業等経営強化法施行規則

の一部を改正する省令（令和７年経済産業省令第28号）による改正前の中小企業等経営強化法施行規則第16条第２項各号（経営力向上設備等の要件）に掲げる設備等のいずれに該当するかに応じそ

の該当号を記載すること。

別 表 六 二 十 四 の 表 を 次 の よ う に 改 め る 。

令
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
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外
第
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
号
)

官
報






令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



別 表 六 二 十 四 の 記 載 要 領 第 一 号 中「又は所得税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第８号）第13条の規定による改正前の租税特別措置法（次号及びにおいて「令和６年旧措置法」という。）

第42条の12の５第１項若しくは第２項（給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除）」 を 削 り 、「租税特別措置法第42条の12の５第４項」 を「同項」 に 改 め 、 同 第 二 号 及 び 中「令和６年４月

１日以後に開始する事業年度において」 を 削 り 、 同 号 を 削 り 、 同 号 中「又は令和６年旧措置法第42条の12の５第２項」 を 削 り 、 同 号 を 同 号 と し 、 同 第 四 号 中「「≧４％の場合（005、01又は015） 」」 を

「「≧４％の場合
（005、01又は015） 」」 に 改 め 、 同 第 五 号 中

「「プラチナくるみん又はプラチナえるぼしを取得している場合
005 」」 を

「「プラチナくるみん又はプラチナえるぼしを取得している場合
005 」」 に 改 め 、 同 第

「「プラチナくるみん又はえるぼし３段階目以上を取得している場合
005 」」 を

「「プラチナくるみん又はえるぼし３段階目以上を取得している場合
005 」」 に 改 め 、 同 第 七 号 中

「「くるみん又はえるぼし２

段階目以上を取得している場合
005 」」 を

「「くるみん又はえるぼし２段階目以上を取得している場合
005 」」 に 改 め る 。

別 表 六 二 十 四 付 表 一 の 表 中

「 別表六（二十四）「48」

別表六（二十四）「40」 別表六（二十四）「43」

」

を

「 別表六（二十四）「42」

別表六（二十四）「34」 別表六（二十四）「37」

」

に

改 め 、 同 表 の 記 載 要 領 第 一 号 中「又は所得税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第８号）第13条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の12の５第１項若しくは第２項（給与等の支給額が増加

した場合の法人税額の特別控除）」 を 削 り 、「租税特別措置法第42条の12の５第４項」 を「同項」 に 改 め 、 同 第 二 号 中「又は法人税法施行令等の一部を改正する政令（令和２年政令第207号）附則第45条の２

第３項第２号イ（給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置）に規定する連結事業年度等（同号イの連結事業年度を除く。）」 を 削 り 、「「前一年事業年度の月数の合計数又は連

結事業年度等の月数の合計数」」 を「「前一年事業年度の月数の合計数」」 に 改 め る 。

別 表 六 二 十 四 付 表 二 の 記 載 要 領 第 一 号 中「又は所得税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第８号）第13条の規定による改正前の租税特別措置法（以下この記載要領において「令和６年旧措置法」

という。）第42条の12の５第１項若しくは第２項（給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除）」 を 削 り 、「、租税特別措置法」 を「、同法」 に 、「又は令和６年旧措置法」 を「又は所得税法等の一部

を改正する法律（令和６年法律第８号）第13条の規定による改正前の租税特別措置法（次号及び第３号において「令和６年旧措置法」という。）」 に 改 め る 。

別 表 六 二 十 五 の 記 載 要 領 第 一 号 中「租税特別措置法」 を「所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第13号）第８条の規定による改正前の租税特別措置法（第４号において「令和７年旧措置法」

という。）」 に 改 め 、 同 第 四 号 中「租税特別措置法」 を「令和７年旧措置法」 に 改 め る 。

別 表 六 二 十 六 の 表 を 次 の よ う に 改 め る 。

六 号 中
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令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



別 表 六 二 十 六 の 記 載 要 領 第 一 号 中 「第42条の12の７第４項から第６項まで（事業適応設備 」 を 「第42条の12の６第２項（生産工程効率化等設備 」 に 、「所得税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第

８号）第13条 」 を 「所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第13号）第８条 」 に 、「第４号及び第８号 」 を 「第４号及び第６号 」 に 、「令和６年旧措置法 」 を 「令和７年旧措置法 」 に 、「第42条の
12の７第６項 」 を 「第42条の12の７第４項若しくは第５項 」 に 改 め 、 同 第 四 号 中 「租税特別措置法 」 を 「令和７年旧措置法 」 に 改 め 、 同 号 中 「第42条の12の７第６項 」 を 「第42条の12の６第２項 」 に 、

「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画 」 を 「特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画 」 に 、「同条第３項 」 を 「同条第１項 」 に 、「第９号及び第10号 」 を 「第８号及び第９号 」

に 改 め 、「又は令和６年旧措置法第42条の12の７第３項に規定する生産工程効率化等設備等 」 を 削 り 、 同 第 六 号 中 「租税特別措置法施行令 」 を 「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令（令和７年政令
第127号）による改正前の租税特別措置法施行令（次号において「令和７年旧措置法施行令」という。） 」 に 、「（租税特別措置法 」 を 「（令和７年旧措置法 」 に 改 め 、 同 第 七 号 中 「租税特別措置法施行令 」 を 「令

和７年旧措置法施行令 」 に 改 め 、 同 第 八 号 を 削 り 、 同 第 九 号 中 「「同上のうち中小企業者に係る額 」 」 を 「「同上のうち中小企業者に係る額 」 」 に 、「「取 得 価 額 の 合 計 額
（のうち生産工程効率化等設備に係る額の合計額）

」」 を

「「取 得 価 額 の 合 計 額
（のうち生産工程効率化等設備に係る額の合計額） 」」 に 、「第42条の12の７第６項第１号 」 を 「第42条の12の６第２項第１号 」 に 改 め 、 同 号 中 「「同上のうちエネルギーの利用による環境へ

の負荷の低減に著しく資するものに係る額 」 」 を 「「同上のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものに係る額 」 」 に 、「「同上のうち中小企業者に係る額 」 」 を 「「同上のう
ち中小企業者に係る額 」 」 に 、「第27条の12の７第３項 」 を 「第27条の12の６第１項（生産工程効率化等設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除） 」 に 改 め 、 同 号 を 同 第 八 号 と し 、 同 第 十

号 中 「「のうち中小企業者以外の法人に係る額 」 」 を 「「のうち中小企業者以外の法人に係る額 」 」 に 、「「取 得 価 額 の 合 計 額
（のうち生産工程効率化等設備に係る額の合計額） 」」 を

「「取 得 価 額
（のうち生産工程効率化等

の 合 計 額
設備に係る額の合計額） 」」 に 改 め 、 同 号 中 「「同上のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に著しく資するものに係る額 」 」 を 「「同上のうちエネルギーの利用による環境への負荷の

低減に特に著しく資するものに係る額 」 」 に 、「「のうち中小企業者以外の法人に係る額 」 」 を 「「のうち中小企業者以外の法人に係る額 」 」 に 、「第27条の12の７第３項 」 を 「第27条の12の６第１
項 」 に 改 め 、 同 号 を 同 第 九 号 と す る 。

別 表 六 二 十 七 の 表 中

「
措 法 第 42 条 の 12 の ７ 第 ７ 項 及 び 第 10 項 の 規 定 の 適 用 可 否

」

を

「
措 法 第 42 条 の 12 の ６ 第 ３ 項 及

び 第 ６ 項 の 規 定 の 適 用 可 否
」

に 、

「 当 期 税 額 基 準 額 残 額

× 20100 －（別表六（二十六）「19」
＋「26」＋「41」） 」

を

「 当 期 税 額 基 準 額 残 額

× 20100 －（別表六（二十六）「19」
＋「26」＋「38」） 」

に 、

「 当 期 税 額 基 準 額 残 額

× 40100 －（別表六（二十六）「19」
＋「26」＋「41」）－－ 」

を

「 当 期 税

× 40100 －
＋「26」＋

額 基 準 額 残 額

（別表六（二十六）「19」
「38」）－－ 」

に 改 め 、 同 表 の 記 載 要 領 第 一 号 中 「第42条の12の７第７項、第８項、第10項又は第11項（事業適応設備 」 を 「第42条の12の６第３項、第４項、第６項又は第７項（生産工程効率

化等設備 」 に 、「同条第８項又は第11項 」 を 「同条第４項又は第７項 」 に 改 め 、 同 第 二 号 中 「「措法第42条の12の７第７項及び第10項の規定の適用可否」 」 を 「「措法第42条の12の６第３項及び第６項の規定の適
用可否」 」 に 、「第42条の12の７第７項又は第10項 」 を 「第42条の12の６第３項又は第６項 」 に 改 め 、 同 第 三 号 中 「第42条の12の７第７項に 」 を 「第42条の12の６第３項に 」 に 改 め 、 同 号 中 「第42条の12の
７第７項第１号 」 を 「第42条の12の６第３項第１号 」 に 改 め 、 同 号 中 「第27条の12の７第４項第１号（事業適応設備 」 を 「第27条の12の６第２項第１号（生産工程効率化等設備 」 に 改 め 、 同 号 中 「第
27条の12の７第４項第２号 」 を 「第27条の12の６第２項第２号 」 に 改 め 、 同 号 中 「第27条の12の７第４項第３号 」 を 「第27条の12の６第２項第３号 」 に 改 め 、 同 号 中 「第42条の12の７第７項第２号 」

を 「第42条の12の６第３項第２号 」 に 改 め 、 同 号 中 「第27条の12の７第５項第１号 」 を 「第27条の12の６第３項第１号 」 に 改 め 、 同 号 中 「第27条の12の７第５項第２号 」 を 「第27条の12の６第３項第
２号 」 に 改 め 、 同 号 中 「第27条の12の７第５項第３号 」 を 「第27条の12の６第３項第３号 」 に 改 め 、 同 号 中 「第42条の12の７第10項第１号 」 を 「第42条の12の６第６項第１号 」 に 改 め 、 同 号 中 「第
42条の12の７第10項第２号 」 を 「第42条の12の６第６項第２号 」 に 改 め 、 同 号 中 「第42条の12の７第10項第３号 」 を 「第42条の12の６第６項第３号 」 に 改 め 、 同 号 中 「第42条の12の７第10項第４号 」

を 「第42条の12の６第６項第４号 」 に 改 め 、 同 第 四 号 中 「第42条の12の７第７項各号及び第10項各号 」 を 「第42条の12の６第３項各号及び第６項各号 」 に 改 め 、 同 第 五 号 中 「第42条の12の７第７項 」 を

「第42条の12の６第３項 」 に 、「同条第10項 」 を 「同条第６項 」 に 改 め 、 同 第 六 号 中 「第27条の12の７第６項第２号又は第８項第２号 」 を 「第27条の12の６第４項第２号又は第６項第２号 」 に 改 め る 。

別 表 六 二 十 八 の 表 を 次 の よ う に 改 め る 。
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令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



別 表 六 二 十 八 の 記 載 要 領 第 一 号 中「。第４号において「令和３年改正法」という。」 及 び「（以下この号において「令和３年旧震災特例法」という。）」 を 削 り 、「若しくは第17条の２の３第３項又は令和３年

旧震災特例法第17条の２第３項、第17条の２の２第３項若しくは」 を「又は」 に 改 め 、 同 第 四 号 を 削 り 、 同 第 五 号 中「「のうち14％又は７％適用資産の取得価額の合計額 」」 を「「のうち14％又は７％

適用資産の取得価額の合計額 」」 に 改 め 、 同 号 を 同 第 四 号 と し 、 同 第 六 号 中「「翌期繰越額－ 」」 を

「「翌期繰越額
－ 」」 に 改 め 、 同 号 を 同 第 五 号 と す る 。

別 表 六 三 十 一 の 記 載 要 領 中「、所得税法等の一部を改正する法律」 を「又は所得税法等の一部を改正する法律」 に 改 め 、「又は所得税法等の一部を改正する法律（平成16年法律第14号）第７条の規定に

よる改正前の租税特別措置法（において「平成16年旧措置法」という。）第42条の７第３項（事業基盤強化設備を賃借した場合の法人税額の特別控除）」 を 削 り 、「、平成17年旧措置法」 を「又は平成17年旧

措置法」 に 改 め 、「又は平成16年旧措置法第68条の12第３項（事業基盤強化設備を賃借した場合の法人税額の特別控除）」 を 削 る 。

別 表 十 十 一 を 別 表 十 十 二 と し 、 別 表 十 を 別 表 十 十 一 と す る 。

別 表 十 付 表 の 表 中

「
評 価 ・ 換 算 差 額 等 の 額 等

」

を
「
新 投 資 口 予 約 権 の 額 等

」

に 、

「 一 時 差 異 等 調 整 積 立 金 の 取 崩 額
（別表十（九）「18」） 」

を

「 一 時 差

異 等 調 整 積 立 金 の 取 崩 額
（別表十（十）「18」） 」

に 、

「 一 時 差 異 等 調 整 積 立 金 の 積 立 額
（別表十（九）「15」） 」

を
「 一 時 差 異 等 調 整 積 立 金 の 積 立 額

（別表十（十）「15」） 」

に 改 め 、 同 表 の 記 載 要 領 第 二 号 を 次 の よ う に 改 め る 。
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２ 「新投資口予約権の額等 」の欄は、租税特別措置法施行規則第22条の19第２項第４号（投資法人に係る課税の特例）に規定する新投資口予約権に区分された金額、同号に規定する新投資口申込

証拠金に区分された金額及び同号に規定する自己投資口に区分された金額の合計額を記載すること。

別 表 十 付 表 を 別 表 十 付 表 と す る 。






別 表 十 の 表 中

「 買換特例圧縮積立金個別控除額の合計額
（別表十（九）付表「５の計」） 」

を

「 買換特例圧縮積立金個別控除額の合計額
（別表十（十）付表「５の計」） 」

に 、

「 繰越利益等超過純資産控除項目額
（別表十（九）付表「14」）

買換特例圧縮積立金個別控除額のうち当期
加算額

（別表十（九）付表「35の計」） 」

を

「 繰越利益等超過純資産控除
（別表十（十）付表「14」）

買換特例圧縮積立金個別控除額の
加算額

（別表十（十）付表「35の計」

」

に 、

「 繰越利益等超過純資産控除項目額のうち当
期加算額

（別表十（九）付表「42」） 」

を

「 繰越利益等超過純資産控除項目額のうち当
期加算額

（別表十（十）付表「42」） 」

に 改 め 、 同 表 を 別 表 十 と す る 。

別 表 十 を 別 表 十 と し 、 別 表 十 を 別 表 十 と す る 。

項 目 額

うち当期

）

別 表 十 付 表 二 の 表 中

「 通 算 前 所 得 金 額
（（別表四「39の」＋「40の」－「27の
」）－（別表七（四）「10」－「12」）－別
表十（三）「43」－（別表十二（十三）「10」
＋「43の計」）－（別表十二（十）「15」、別
表十二（十一）「10」又は別表十二（十四）「
12」）） 」

を

「 通 算 前 所 得 金 額
（（別表四「39の」＋「40の」－「27の
」）－（別表七（四）「10」－「12」）－別
表十（三）「43」－（別表十二（十三）「９」
＋「42の計」）－（別表十二（十）「15」、別
表十二（十一）「10」又は別表十二（十四）「
12」））

に 、

」

「 所 得 金 額 総 計
（別表十（六）「２」－「３」－「４」－「５」
－「６」） 」

を

「 所 得 金
（別表十（七）「２」－
－「６」）

額 総 計
「３」－「４」－「５」

」

に 改 め 、 同 表 の 記 載 要 領 第 二 号 中「別表十（六）付表二「２」」 を「別表十（七）付表二「２」」 に 改 め 、 同 号 中「別表十（六）付表二「３」」 を「別表十（七）付表二「３」」 に 改 め 、

同 号 中「別表十（六）付表二「６」」 を「別表十（七）付表二「６」」 に 改 め 、 同 表 を 別 表 十 付 表 二 と す る 。

別 表 十 付 表 一 を 別 表 十 付 表 一 と す る 。
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「 農業経営基盤強化準備金積立額の損金算入額
（別表十二（十三）「10」）

農用地等を取得した場合の圧縮額の損金算入額
（別表十二（十三）「43の計」）

別 表 十 の 表 中

「 当期特別勘定繰入額のうち損金算入額基準額の合計額
（別表十（六）付表一「11」の合計） 」

を

「 当期特別勘定繰入額のうち損金算入額基準額の合計額
（別表十（七）付表一「11」の合計） 」

に 、

を

農業経営基盤強化準備金積立額の損金算入額
（別表十二（十三）「９」）

農用地等を取得した場合の圧縮額の損金算入額
（別表十二（十三）「42の計」） 」

「 特定株式につき経済産業大臣による証明書が交付され
ない場合の益金算入額

（別表十（六）付表一「14」の合計）

同上のうち増資特定株式に係る益金算入額
（別表十（六）付表一「14」のうち増資特定株式に係る
額の合計額）

５ 年 経 過 特 別 勘 定 の 金 額 の 益 金 算 入 額
（別表十（六）付表一「15」の合計）

要 加 算 調 整 額
（別表十（六）付表一「16」の合計）

同 上 の う ち 増 資 特 定 株 式 に 係 る 額
（別表十（六）付表一「16」のうち増資特定株式に係る
額の合計額） 」

を

「 特定株式につき経済産業大臣による証明書が交付され
ない場合の益金算入額

（別表十（七）付表一「14」の合計）

同上のうち増資特定株式に係る益金算入額
（別表十（七）付表一「14」のうち増資特定株式に係る
額の合計額）

５ 年 経 過 特 別 勘 定 の 金 額 の 益 金 算 入 額
（別表十（七）付表一「15」の合計）

要 加 算 調 整 額
（別表十（七）付表一「16」の合計）

同 上 の う ち 増 資 特 定 株 式 に 係 る 額
（別表十（七）付表一「16」のうち増資特定株式に係る
額の合計額） 」

に 、

係る損金算入額
うち増資特定株式

「

」

」

を

「 のうち増資特定株式に係る損金算入額
（別表十（七）付表一「12」のうち増資特定株式
に係る額の合計額） 」

に 、

に 、

「 当 期 所 得 基 準 額
（－－－－－）又は（別表十（六）付
表二「10」）

（125億円を超える場合は125億円）
（マイナスの場合は０） 」

を

「 当 期 所 得 基 準 額
（－－－－－）又は（別表十（七）付
表二「10」）

（125億円を超える場合は125億円）
（マイナスの場合は０） 」

に 、

「 のうち増資特定株式に
（別表十（六）付表一「12」の
に係る額の合計額）
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「 、  及 び  以 外 の 益 金 算 入 額
（別表十（六）付表一「17」の合計）

同上のうち増資特定株式に係る益金算入額
（別表十（六）付表一「17」のうち増資特定株式に係る
額の合計額） 」

を

「 、  及 び  以 外 の 益 金 算 入 額
（別表十（七）付表一「17」の合計）

同上のうち増資特定株式に係る益金算入額
（別表十（七）付表一「17」のうち増資特定株式に係る
額の合計額） 」

額
二「10」） 

」」

を

「「当 期 所 得 基 準 額
（－－－－－）又は（別表十（七）付表二「10」）

（125億円を超える場合は125億円）
（マイナスの場合は０）


」」

に 改 め 、 同 表 の 記 載 要 領 第 二 号 中

「「当 期 所 得 基 準
（－－－－－）又は（別表十（六）付表

（125億円を超える場合は125億円）
（マイナスの場合は０）

に 、「「又は（別表十（六）付表二「10」」 を「「又は（別表十（七）付表二「10」」 に 改 め 、 同 表 を 別 表 十 と す る 。

別 表 十 付 表 の 表 中

「 調 整 前 特 別 控 除 額
（（別表十（五）「18」又は「19」）とのうち少
ない金額） 」

を

「 調 整 前 特 別 控 除 額
（（別表十（六）「18」又は「19」）とのうち少
ない金額） 」

に 、

「 調 整 前 特 別 控 除 額
（別表十（五）「32」と「34」のうち少ない金額）
、（別表十（五）「32」と「39」のうち少ない金
額）、（別表十（五）「32」と「44」のうち少ない
金額）又は（別表十（五）「32」と「49」のうち少
ない金額） 」

を

「 調 整 前 特 別 控 除 額
（別表十（六）「32」と「34」のうち少ない金額）
、（別表十（六）「32」と「39」のうち少ない金
額）、（別表十（六）「32」と「44」のうち少ない
金額）又は（別表十（六）「32」と「49」のうち少
ない金額） 」

に 改 め 、 同 表 を 別 表 十 付 表 と す る 。

別 表 十 の 記 載 要 領 第 二 号 中「別表十（五）付表「14」」 を「別表十（六）付表「14」」 に 改 め 、 同 第 六 号 中「別表十（五）付表「26」」 を「別表十（六）付表「26」」 に 改 め 、 同 表 を 別 表 十 と す る 。

別 表 十 付 表 二 の 次 に 次 の 四 表 を 加 え る 。
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令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



別表十（五） 記載要領

１ この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第59条の３第１項（特許権等の譲渡等による所得の課税の特例）の規定の適用を受ける場合に記載すること。

２
「所 得 基 準 額

（－－－－－－）又は（別表十（五）付表二「９」若しくは「16」）
（マイナスの場合は０） 」

の欄は、当該法人が通算法人である場合（当該事業年度が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終

了する事業年度である場合に限る。）には「（－－－－－－）又は」を消し、その他の場合には「又は（別表十（五）付表二「９」若しくは「16」）」を消すこと。

３ 「 （×）又は 」の欄は、租税特別措置法第59条の３第１項第１号イに掲げる場合には「又は」を消し、その他の場合には「（×）又は」を消すこと。（マイナスの場合は０）

４
「個 別 繰 越 損 失 控 除 額
（又は（別表十（五）付表一「23」））× 

」
の欄は、租税特別措置法第59条の３第１項第１号イに掲げる場合には「又は（別表十（五）付表一「23」）」を消し、その他の場合には「又は」

を消すこと。

（16の計）


５ 「のうち特許権譲受等取引によつて生じた金額 」及び「のうち特許権譲受等取引によつて生じた金額 」の各欄の内書には、当該各欄に記載する金額のうち当該法人に係る関連者（租税

特別措置法第59条の３第２項第１号に規定する関連者をいう。以下この号において同じ。）との間で行つた同項第５号イに規定する特許権譲受等取引（同条第６項の規定により当該法人に係る関連者と

の間で行われた同号イに規定する特許権譲受等取引とみなされたものを含む。）に係る金額を記載すること。

６ 「特許権譲渡等所得減少規定」の欄は、租税特別措置法施行規則第21条の17の２第19項第２号（特許権等の譲渡等による所得の課税の特例）に規定する特許権譲渡等所得減少規定のうち同項第１号

に規定する適用事業年度等において適用を受けた規定の条項をその適用を受けた事業年度別に記載すること。
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官
報

別表十（五）付表一 記載要領

１ この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第59条の３第１項（特許権等の譲渡等による所得の課税の特例）の規定の適用を受ける場合（当該対象事業年度（同項に規定する対象事業年

度をいう。）前の各事業年度のうちに、同項の規定の適用を受けた事業年度のうちその終了の日が最も遅い事業年度後の事業年度がある場合に限る。）に記載すること。

２ 「のうち特許権譲受等取引によつて生じた金額 」及び「のうち特許権譲受等取引によつて生じた金額 」の各欄の内書には、当該各欄に記載する金額のうち当該法人に係る関連者（租税

特別措置法第59条の３第２項第１号に規定する関連者をいう。以下この号において同じ。）との間で行つた同項第５号イに規定する特許権譲受等取引（同条第６項の規定により当該法人に係る関連者と

の間で行われた同号イに規定する特許権譲受等取引とみなされたものを含む。）に係る金額を記載すること。




令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



別表十（五）付表二 記載要領

１ この表は、通算法人が当該事業年度（当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。）において租税特別措置法第59条の３第１項（特許権等の譲渡等による所得の課税の

特例）の規定の適用を受ける場合に記載すること。

２ 当該通算法人が修正申告又は国税通則法第23条第１項（更正の請求）の規定による更正の請求をする場合の記載は、次によること。


「通算所得基準額

×

」
の欄には、確定申告書等（租税特別措置法第２条第２項第28号（用語の意義）に規定する確定申告書等をいう。）に添付された別表十（五）付表二「７」の金額を記載するこ

と。

 「所 得 基 準 額
（とのうち少ない金額） 」の欄は、記載しないこと。
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令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



別表十（五）付表三 記載要領

１ この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第59条の３第１項（特許権等の譲渡等による所得の課税の特例）の規定の適用を受ける場合において、当該法人に係る同条第２項第１号に規

定する関連者（同条第６項の規定の適用がある場合における同項に規定する非関連者を含む。以下この記載要領において「関連者」という。）との間で行つた取引のうちに特許権譲受等取引（同条第２

項第５号イに規定する特許権譲受等取引をいい、同条第１項の規定により損金の額に算入される金額の計算の基礎となつたものに限る。以下この記載要領において同じ。）があるときに当該特許権譲受

等取引に係る当該関連者ごとに記載すること。

２ 「主たる事業」、「従業員の数」及び「資本金の額又は出資金の額」の各欄には、直近取引年度（当該法人に係る関連者との間で特許権譲受等取引を行つた事業年度のうち当該関連者との間で最後に

特許権譲受等取引を行つた日を含む事業年度をいう。第５号において同じ。）終了の時における当該関連者の営む主たる事業の内容並びに当該関連者の従業員の数及び資本金の額又は出資金の額をそれ

ぞれ記載すること。

３ 「特殊の関係の区分」の欄には、当該法人と当該法人に係る関連者の関係が租税特別措置法施行令第35条の３第７項（特許権等の譲渡等による所得の課税の特例）において準用する同令第39条の12

第１項各号（国外関連者との取引に係る課税の特例）のいずれに該当するかを記載すること。また、租税特別措置法第59条の３第６項の規定の適用がある場合には、同項の規定を記載すること。

４ 「株式等の保有割合」の欄の「保有」の欄には、当該法人が直接又は間接に保有する当該法人に係る関連者の株式等の保有割合（租税特別措置法施行令第35条の３第７項において準用する同令第39

条の12第２項に規定する合計した割合をいう。以下この号において同じ。）を記載し、「被保有」の欄には、当該法人に係る関連者が直接若しくは間接に保有する当該法人の株式等の保有割合又は当該法

人及び当該法人に係る関連者が同一の者によつてそれぞれその発行済株式等（同令第35条の３第７項において準用する同令第39条の12第１項第１号に規定する発行済株式等をいう。以下この号におい

て同じ。）を直接若しくは間接に保有されている場合における当該同一の者の直接若しくは間接に保有する当該法人の株式等の保有割合を記載し、「同一の者による関連者の株式等の保有」の欄には、当

該法人及び当該法人に係る関連者が同一の者によつてそれぞれその発行済株式等を直接又は間接に保有されている場合における当該同一の者の直接又は間接に保有する当該関連者の株式等の保有割合

を記載すること。

５ 「直近事業年度の営業収益等」の各欄には、直近取引年度終了の日以前の同日に最も近い日に終了する関連者の事業年度の営業収益、営業費用、営業利益、税引前当期利益及び利益剰余金の額をそ

れぞれ記載すること。

６ 「関連者との特許権譲受等取引の状況等」の各欄は、特許権譲受等取引を行つた事業年度別に記載するものとし、当該事業年度別の各欄の記載に当たつては、次によること。

 「適格特許権等の譲受けによつて生じた研究開発費の額」及び「適格特許権等の借受けによつて生じた研究開発費の額」の各欄には、当該法人が当該事業年度において当該特許権譲受等取引に伴

つて当該法人に係る関連者に支払う対価の額の取引の種類別の総額をそれぞれ記載すること。

 「算定方法」の各欄には、租税特別措置法第66条の４第２項（国外関連者との取引に係る課税の特例）（同法第59条の３第５項の規定により準じて算定する場合を含む。）に規定する算定の方法のう

ち、当該法人に係る関連者に支払う対価の額に係る独立企業間価格（同法第59条の３第４項に規定する独立企業間価格をいう。及び次号において同じ。）につき当該法人が選定した算定の方法（一

の取引の種類につきその選定した算定の方法が二以上ある場合には、そのうち主たる算定の方法）をそれぞれ記載すること。この場合において、当該独立企業間価格の算定に関し参考となるべき事

項を別紙に記載し、添付すること。

７ 「事前確認の有無」の欄には、「関連者との特許権譲受等取引の状況等」の欄に記載した特許権譲受等取引に係る独立企業間価格の算定の方法についての当該法人の納税地を所轄する国税局長若しく

は税務署長又は我が国以外の国若しくは地域の権限ある当局若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和37年法律第144号）第２条第３号（定義）に

規定する外国の租税に関する権限のある機関による確認の有無を記載すること。

８ 「各事業年度の適格特許権等の譲受けによつて生じた研究開発費の額の総額」及び「各事業年度の適格特許権等の借受けによつて生じた研究開発費の額の総額」の各欄には、当該法人が各事業年度

において特許権譲受等取引に伴つて当該法人に係る関連者に支払う対価の額の取引の種類別の総額をそれぞれ記載すること。

別 表 十 一 の 記 載 要 領 第 二 号 を 削 る 。

別 表 十 二 の 記 載 要 領 第 一 号 中「又は所得税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第８号）第13条の規定による改正前の租税特別措置法第56条（中小企業事業再編投資損失準備金）」 を 削 る 。

別 表 十 二 の 記 載 要 領 第 二 号 及 び 別 表 十 二 の 記 載 要 領 第 三 号 を 削 る 。

別 表 十 二 の 表 を 次 の よ う に 改 め る 。
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令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



別 表 十 二 の 記 載 要 領 第 一 号 中「）又は」 を「）若しくは」 に 、「の規定」 を「又は所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第13号）第８条の規定による改正前の租税特別措置法第57条の５（保

 「当期積立額 」、「正味収入保険料等 」、「積立限度額× 」及び
「差引積立限度超過額

－
（マイナスの場合は０）


」
の各欄は、それぞれ「34の計」、「35の計」、「37の計」及び「38の計」の各欄の金額を記載するこ

と。

 「積立率 」の欄は、記載しないこと。

 「積立率 」の欄は、租税特別措置法施行令第33条の２第６項又は第22項（保険会社等の異常危険準備金）に規定する割合を記載すること。

別 表 十 二 の 記 載 要 領 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

６ 「特定保険に係る異常危険準備金の当期積立限度額」の各欄は、令和７年４月１日以後に開始する事業年度において租税特別措置法施行令第33条の２第９項に規定する特定保険に係る異常危険準備

金を積み立てる場合に記載すること。

別 表 十 二 の 記 載 要 領 第 二 号 中「同表「49」」 を「同表「48」」 に 改 め 、 同 第 三 号 中「別表四「49」」 を「別表四「48」」 に 改 め る 。

別 表 十 二 十 一 の 記 載 要 領 第 二 号 中「同表「49」」 を「同表「48」」 に 改 め 、 同 第 三 号 中「別表四「49」」 を「別表四「48」」 に 改 め る 。

別 表 十 二 十 三 の 表 を 次 の よ う に 改 め る 。

険会社等の異常危険準備金）の規定」 に 改 め 、 同 第 三 号 中

を 同 第 五 号 と し 、 同 第 二 号 中「第20項若しくは第21項（保険会社等の異常危険準備金）」 を「第21項若しくは第22項」 に 改 め 、 同 号 を 同 第 四 号 と し 、 同 第 一 号 の 次 に 次 の 二 号 を 加 え る 。

２ 「保険等の種類又は特定保険区分 」の欄は、当該事業年度が令和７年４月１日前に開始した事業年度である場合には、「又は特定保険区分」を消すこと。

３ 「保険等の種類又は特定保険区分 」の欄が「特定保険区分」である場合の記載は、次によること。

「「× 100 相当額 」」 を

「「の 100 相当額 」」 に 、「０を」 を「「０」と記載し」 に 、「同条第14項第２号」 を「同条第15項第２号」 に 改 め 、 同 号
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令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



別 表 十 二 十 三 の 記 載 要 領 第 一 号 中「、青色申告書を提出する法人で所得税法等の一部を改正する法律（令和３年法律第11号）」 を「又は青色申告書を提出する法人で所得税法等の一部を改正する法律（令

和３年法律第11号）」 に 改 め 、「又は青色申告書を提出する法人で所得税法等の一部を改正する法律（平成30年法律第７号）第15条の規定による改正前の租税特別措置法（第６号及び第７号において「平成30

年旧措置法」という。）第61条の２第１項（農業経営基盤強化準備金）に規定する特定農業法人である同項に規定する農地所有適格法人（同項に規定する認定農地所有適格法人を除く。）に該当するものが同

条の規定の適用を受ける場合」 を 削 り 、 同 第 二 号 を 削 り 、 同 第 三 号 中「「交付金等の該当号 」」 を「「交付金等の該当号 」」 に 改 め 、「農業経営基盤強化促進法施行規則」 の 次 に「（昭和55年農林水産省令第

34号）」 を 加 え 、「に該当する場合には、」 を「のいずれに該当するかに応じ」 に 改 め 、 同 号 を 同 第 二 号 と し 、 同 第 四 号 中「「のうち損金経理による積立額 」」 を「「のうち損金経理による積立額 」」 に 、

「「」」 を「「」」 に 改 め 、 同 号 を 同 第 三 号 と し 、 同 第 五 号 中「「のうち剰余金の処分による積立額 」」 を「「のうち剰余金の処分による積立額 」」 に 、「「」」 を「「」」 に 改 め 、 同 号 を 同 第 四 号 と し 、 同

第 六 号 中「「任意取崩し等の場合 」」 を「「任意取崩し等の場合 」」 に 改 め 、「又は平成30年旧措置法第61条の２第３項」 を 削 り 、「これらの規定」 を「同項」 に 改 め 、 同 号 を 同 第 五 号 と し 、 同 第 七 号 中「又

は平成30年旧措置法第61条の３（農用地等を取得した場合の課税の特例）」 を 削 り 、 同 号 を 同 第 六 号 と し 、 同 第 八 号 中「「のうち損金経理による金額 」」 を「「のうち損金経理による金額 」」 に 、「「43

の計」」 を「「42の計」」 に 、「同表「48」」 を「同表「47」」 に 改 め 、 同 号 に 後 段 と し て 次 の よ う に 加 え る 。

この場合において、第３号又は第４号の規定により同欄に記載することとなる金額があるときは、当該金額との合計額を同欄に記載すること。

別 表 十 二 十 三 の 記 載 要 領 第 八 号 を 同 第 七 号 と し 、 同 第 九 号 中「「のうち剰余金の処分による金額 」」 を「「のうち剰余金の処分による金額 」」 に 、「「43の計」」 を「「42の計」」 に 、「別表四「48」」 を「別

表四「47」」 に 改 め 、 同 号 に 後 段 と し て 次 の よ う に 加 え る 。

この場合において、第３号又は第４号の規定により同欄に記載することとなる金額があるときは、当該金額との合計額を同欄に記載すること。

別 表 十 二 十 三 の 記 載 要 領 第 九 号 を 同 第 八 号 と す る 。
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別 表 十 二 十 四 の 表 中

「 農業経営基盤強化準備金積立額の損金算入額
（別表十二（十三）「10」）

農用地等を取得した場合の圧縮額の損金算入額
（別表十二（十三）「43の計」） 」

を

「 農業経営基盤強化準備金積立額の損金算入額
（別表十二（十三）「９」）

農用地等を取得した場合の圧縮額の損金算入額
（別表十二（十三）「42の計」） 」

に 改 め 、 同 表 の 記 載 要 領 第 二 号 中「同表「49」」 を「同表「48」」 に 改 め 、

同 第 三 号 中「別表四「49」」 を「別表四「48」」 に 改 め る 。

別 表 十 二 十 八 を 削 り 、 別 表 十 二 十 九 を 別 表 十 二 十 八 と す る 。

別 表 十 三 の 記 載 要 領 中「又は所得税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第８号）第13条の規定による改正前の租税特別措置法第66条の10（技術研究組合の所得の計算の特例）」 を 削 る 。

別 表 十 四 の 表 中

「

」

「

」

公益社団法人又は公益財団法人の公益法人
特別限度額

（別表十四（二）付表「３」）

公益社団法人又は公益財団法人の公益法人
特別限度額

（別表十四（二）付表一「３」）

を に 改 め る 。

別 表 十 四 付 表 の 表 中

「
み な し 寄 附 金 額

公益目的事業実施必要額
－

公 益 目 的 事 業 実 施 必 要 額 の 計 算

１

２

円
公 益 法 人 特 別 限 度 額

（とのうち少ない金額）
３

円

を

」

「
み な し 寄 附 金 額

公益目的事業実施必要額
（－）又は（別表十四（
二）付表二「15」）

１

２

円

令 和 ７ 年 旧 規 則 の 規 定 に よ る 公 益 目 的 事 業 実 施 必

公 益 法 人 特 別 限 度 額

（とのうち少ない金額）

要 額 の 計 算

３

円

」

に 改 め 、 同 表 の 記 載 要 領 第 三 号 中「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則」 を「旧公益認定法規則」 に 改 め 、 同 号 を 同 第 四 号 と し 、 同 第 二 号 中「当該事

業年度が」 の 次 に「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令（令和６年内閣府令第87号）による改正前の」 を 加 え 、「第18条第１項」 を「（次号において「旧

公益認定法規則」という。）第18条第１項」 に 改 め 、 同 号 を 同 第 三 号 と し 、 同 第 一 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

２ 「」から「」までの各欄は、令和７年４月１日以後に開始する事業年度において令第73条の２第１項の規定の適用を受ける場合には、記載しないこと。

別 表 十 四 付 表 を 別 表 十 四 付 表 一 と し 、 同 表 の 次 に 次 の 一 表 を 加 え る 。

令
和

年

月


日
月
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報






令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



別表十四（二）付表二 記載要領

１ この表は、公益社団法人又は公益財団法人が令和７年４月１日以後に開始する事業年度において令第73条の２第１項（公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例）の規定の適

用を受ける場合に記載すること。

２ 「公益充実活動等ごとの当期積立基準額等の明細」の各欄の記載に当たつては、次によること。

 当該事業年度が当該公益充実活動等（公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第23条第１項第１号（公益充実資金）に規定する公益充実活動等をいう。において同じ。）の

同項第２号イに掲げる実施時期の開始の日の前日の属する事業年度（において「最終積立年度」という。）である場合にあつては、「 当該事業年度の月数
当該事業年度開始の日から実施時期開始日の前日までの月数

」の欄は、
「当該事業年度開始の日から実施時期開始日の前日までの月数
当該事業年度開始の日から実施時期開始日の前日までの月数 」として記載すること。

 当該事業年度が最終積立年度後の事業年度である場合にあつては、「公益充実活動等ごとの当期積立基準額等の明細」の各欄（当該公益充実活動等に係る部分に限る。）は、記載を要しない。

別 表 十 四 の 記 載 要 領 中「が法」 を「が所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第13号。以下この記載要領において「令和７年改正法」という。）第２条の規定による改正前の法人税法（以下こ

の記載要領において「令和７年旧法」という。）」 に 、「同条第２項」 を「、同条第２項又は令和７年改正法附則第17条第２項（リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置）の規定によ

りなおその効力を有するものとされる令和７年旧法第63条第２項」 に 改 め る 。

別 表 十 六 の 表 中 「旧国外リース期間定額法若しくは旧リース期間定額法又はリース期間定額法による償却額の計算に関する明細書 」 を 「旧国外リース期間定額法若しくは旧リース期間定額法又はリー

ス期間定額法若しくは経過リース期間定額法による償却額の計算に関する明細書 」 に 、
「

旧

リ

ー

ス

期

間

定

額

法

旧リース期間定額法を採用した事
業年度

取 得 価 額 又 は 製 作 価 額

のうちの事業年度前に損金の
額に算入された金額

差 引 取 得 価 額
－

残 価 保 証 額

償却額計算の基礎となる金額
－

」

を

「 旧
リ
ー
ス
期
間
定
額
法
又
は
経
過
リ
ー
ス
期
間
定
額
法

旧リース期間定額法又は経過リー
ス期間定額法を採用した事業年度

取 得 価 額 又 は 製 作 価 額

のうちの事業年度前に損金の
額に算入された金額

差 引 取 得 価 額
－

残 価 保 証 額

償却額計算の基礎となる金額
－

」

に 改 め 、 同 表 の 記 載 要 領 第
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一 号 中 「により 」 を 「若しくは経過リース期間定額法（法人税法施行令及び法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令（令和７年政令第121号）附則第７条第２項（減価償却資産の償

却の方法に関する経過措置）に規定する経過リース期間定額法をいう。以下この記載要領において同じ。）により 」 に 改 め 、 同 第 七 号 中 「又はリース資産 」 を 「又は当該リース資産若しくは経過リース資

産 」 に 改 め 、 同 号 を 同 第 十 号 と し 、 同 第 六 号 を 同 第 九 号 と し 、 同 第 五 号 を 同 第 八 号 と し 、 同 第 四 号 中 「を採用して 」 を 「又は経過リース期間定額法を採用して 」 に 改 め 、 同 号 を 同 第 六 号 と し 、 同 号 の 次 に

次 の 一 号 を 加 え る 。

７
「当期分の普通償却限度額
（、又は）×


」
の欄の記載については、次によること。

 そのよるべき償却の方法として旧国外リース期間定額法を採用している減価償却資産にあつては、「、又は」を消すこと。

 そのよるべき償却の方法として旧リース期間定額法又は経過リース期間定額法を採用している減価償却資産にあつては、「、」及び「又は」を消すこと。この場合において、「残価保証額 」の

金額が０であり、かつ、
「当期分の普通償却限度額
（、又は）×


」
の金額が、「取得価額又は製作価額 」の欄の金額（第10号の規定により同欄に外書きすることとなる金額がある場合には、当該金額を加

えた金額）から当該金額のうち当該事業年度前の事業年度において損金の額に算入された金額及び１円を控除した金額を超えることとなるときは、その超えることとなる部分の金額を控除した金額

を記載すること。

 そのよるべき償却の方法としてリース期間定額法を採用している減価償却資産にあつては、「、又は」を消すこと。この場合において、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に

係る契約が令和９年４月１日以後に締結されたものであり、かつ、
「当期分の普通償却限度額
（、又は）×


」
の金額が、「取得価額 」の欄の金額（第10号の規定により同欄に外書きすることとなる金額が

ある場合には、当該金額を加えた金額）から当該金額のうち当該事業年度前の事業年度において損金の額に算入された金額及び１円を控除した金額を超えることとなるときは、その超えることとな

る部分の金額を控除した金額を記載すること。
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別 表 十 六 の 表 中

「
租税特別措置法適用条項

」

を

「
旧租税特別措置法適用条項

」

に 改 め 、 同 表 の 記 載 要 領 第 一 号 中「租税特別措置法」 を「所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第13号）

第８条の規定による改正前の租税特別措置法（第４号において「令和７年旧措置法」という。）」 に 改 め 、 同 第 四 号 中「「租税特別措置法適用条項 」」 を「「旧租税特別措置法適用条項 」」 に 、「、租税

特別措置法」 を「、令和７年旧措置法」 に 改 め る 。

別 表 十 六 十 一 の 表 中

「 非適格合併等対価額がある場合又は令第
123条の10第16項各号に該当しない場合

非適格合併等対価額がない場合で令第
123条の10第16項第１号に該当する場合 」

を

「 令第123条の10第16項に規定する非適格
合併等以外の非適格合併等である場合

令第123条の10第16項に規定する非適格
合併等で同項第１号に該当する場合 」

に 改 め 、 同 表 の 記 載 要 領 第 一 号 中「が法」 の 次 に「第62条の８（非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等）又は所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第13号）第２

条の規定による改正前の法人税法」 を 加 え 、 同 第 三 号 中「欄は」 を「各欄は」 に 改 め 、 同 第 五 号 を 同 第 六 号 と し 、 同 第 四 号 を 同 第 五 号 と し 、 同 第 三 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。
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別 表 十 六 の 記 載 要 領 第 三 号 の 次 に 次 の 二 号 を 加 え る 。

４ 「残価保証額 」の欄は、そのよるべき償却の方法として経過リース期間定額法を採用している減価償却資産にあつては、「０」と記載すること。

５ 「残価保証額 」の欄は、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引（令第48条の２第５項第５号（減価償却資産の償却の方法）に規定する所有権移転外リース取引をいう。第７号

において同じ。）に係る契約が令和９年４月１日以後に締結されたものにあつては、「０」と記載すること。

別 表 十 六 の 記 載 要 領 第 一 号 中 「法人が 」 の 次 に 「租税特別措置法第67条の５（中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例）又は所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第

13号）第８条の規定による改正前の 」 を 加 え る 。

別 表 十 六 の 記 載 要 領 第 一 号 中 「。以下この号において「平成30年改正令」という。 」 及 び 「又は平成30年改正令第１条の規定による改正前の法人税法施行令第139条の４（資産に係る控除対象外消費税

額等の損金算入）（平成30年改正令附則第14条第２項の規定により読み替えて適用する場合を含む。） 」 を 削 る 。

４ 令和７年４月１日前に行われた法第62条の８第１項に規定する非適格合併等にあつては、「令第123条の10第16項に規定する非適格合併等以外の非適格合併等である場合」及び「令第123条の10第16項

に規定する非適格合併等で同項第１号に該当する場合」の各欄は、それぞれ「非適格合併等対価額がある場合又は令和７年旧令第123条の10第16項各号に該当しない場合」及び「非適格合併等対価額

がない場合で令和７年旧令第123条の10第16項第１号に該当する場合」として、「」から「」まで及び「」から「」までの各欄の金額を記載すること。






別 表 十 八 の 表 中

「 通 算 前 所 得 金 額
（（（別表四「39の」＋「40の」－「27の」）
－（別表七（四）「10」－「12」）－別表十（三）「43
」－（別表十二（十三）「10」＋「43の計」）－（別表
十二（十）「15」、別表十二（十一）「10」又は別表
十二（十四）「12」））が０以上の場合のその０以上
の額）

通 算 前 欠 損 金 額
（（（別表四「39の」＋「40の」－「27の」）
－（別表七（四）「10」－「12」）－別表十（三）「43
」－（別表十二（十三）「10」＋「43の計」）－（別表
十二（十）「15」、別表十二（十一）「10」又は別表
十二（十四）「12」））が０を下回る場合のその下回
る額） 」

を
「 通 算 前 所 得 金 額
（（（別表四「39の」＋「40の」－「27の」）
－（別表七（四）「10」－「12」）－別表十（三）「43
」－（別表十二（十三）「９」＋「42の計」）－（別表
十二（十）「15」、別表十二（十一）「10」又は別表
十二（十四）「12」））が０以上の場合のその０以上
の額）

通 算 前 欠 損 金 額
（（（別表四「39の」＋「40の」－「27の」）
－（別表七（四）「10」－「12」）－別表十（三）「43
」－（別表十二（十三）「９」＋「42の計」）－（別表
十二（十）「15」、別表十二（十一）「10」又は別表
十二（十四）「12」））が０を下回る場合のその下回
る額） 」

に 改 め 、 同 表 の 記 載 要 領 第 一 号 中「に」 を「に」 に 改 め 、 同 号

を 同 号 と し 、 同 号 か ら ま で を 同 号 か ら ま で と し 、 同 号 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

 租税特別措置法第59条の３第１項（特許権等の譲渡等による所得の課税の特例）

別 表 十 八 の 記 載 要 領 第 二 号 中「第59条」 の 次 に「又は第59条の３第１項」 を 加 え る 。
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別 表 十 七 の 記 載 要 領 第 三 号 を 同 第 四 号 と し 、 同 第 二 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

３ 「添付書類 」の欄は、内国法人の当該事業年度が令和７年４月１日以後に開始する事業年度である場合には、「、株主資本等変動計算書、損益金処分表、勘定科目内訳明細書」を消すこと。
別 表 十 七 付 表 一 の 記 載 要 領 第 五 号 中 「第22条の11第48項第７号 」 を 「第22条の11第48項第５号 」 に 改 め 、 同 第 六 号 中 「内国法人の令和６年４月１日以後に開始する事業年度において、当該 」 を 削 る 。

別 表 十 七 の 記 載 要 領 第 三 号 中 「を直接若しくは 」 を 「（同条第１項第１号に規定する発行済株式等をいう。以下この号において同じ。）を直接若しくは 」 に 改 め 、 同 第 六 号 中 「（昭和37年法律第144号） 」 を

削 る 。
別 表 十 七 の 二 の 記 載 要 領 第 二 号 中 「、内部取引 」 の 次 に 「（租税特別措置法第67条の16の２第１項（令和９年に開催される2027年国際園芸博覧会の公式参加者である外国法人等に係る課税の特例）に規

定する対象国内源泉所得に係るものを除く。以下この記載要領において同じ。） 」 を 加 え る 。

別 表 十 八 の 記 載 要 領 第 一 号 中 「租税特別措置法 」 を 「所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第13号）第８条の規定による改正前の租税特別措置法 」 に 改 め る 。

別 表 十 八 の 記 載 要 領 第 一 号 中 「適用対象事業年度において同条 」 の 次 に 「又は所得税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第８号）第13条の規定による改正前の租税特別措置法（以下この号にお

いて「令和６年旧措置法」という。）第42条の４（試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除） 」 を 加 え 、「同条第８項第３号イ 」 を 「租税特別措置法第42条の４第８項第３号イ 」 に 改 め 、「他の事業年度にお

いて同条 」 の 次 に 「又は令和６年旧措置法第42条の４ 」 を 加 え る 。






別
表
一
の
記
載
要
領
第
四
号

中
「第

42条
の
12の
７
第
10項
及
び
第
11項

」
を
「第

42条
の
12の
６
第
６
項
及
び
第
７
項

」
に
改
め
、
同
第
六
号
を
同
第
七
号
と
し
、
同
第
五
号
を
同
第
六
号
と
し
、
同
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。

５
「
分
配
時
調
整
外
国
税
相
当
額
及
び
外
国
関
係
会
社
等
に
係
る
控
除
対

象
所
得
税
額
等
相
当
額
の
控
除
額

（（
法
人
税
申
告
書
別
表
六（
五
の
二
）「
８
」
＋
法
人
税
申
告
書
別
表

十
七（
三
の
六
）「
４
」）と

の
う
ち
少
な
い
金
額
）


」 の
欄
は
、外
国
法
人
が
法
第
12条
の
２
第
２
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
、 「
分
配
時
調
整
外
国
税
相
当
額
の
控
除
額

（（
法
人
税
申
告
書
別
表
六（
五
の
二
）「
８
」）と（（（

法
人
税
申
告
書

別
表
一
の
二
「
４
」
＋
「
５
」）＋（

法
人
税
申
告
書
別
表
六（
六
）「

９
の

」
＋
「
９
の

」））×

103％
）の
う
ち
少
な
い
金
額
）


」
と
し
て
記
載
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
欄
の
記
載
に
当
た
っ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。


法
人
税
法
施
行
規
則
別
表
一
の
二
「
６
」
の
欄
に
外
書
き
し
た
金
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
金
額
を
「
法
人
税
申
告
書
別
表
一
の
二
「
４
」
＋
「
５
」」に
含
め
て
計
算
す
る
こ
と
。


「（
法
人
税
申
告
書
別
表
一
の
二
「
４
」
＋
「
５
」）＋（

法
人
税
申
告
書
別
表
六（
六
）「
９
の

」
＋
「
９
の

」）」
の
金
額
に
1000円

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
て
計
算
す
る
こ
と
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報

附

則

１

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
六
二
十
六
の
記
載
要
領
第
四
号

の
改
正
規
定（「認

定
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
環
境
負
荷
低
減
事
業
適
応
計
画
」

を「特
定
認
定
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
環
境
負
荷
低
減
事
業
適
応
計
画
」

に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）は
、
食
品
等
の
流
通
の
合
理
化
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
及
び
卸
売
市
場
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第

号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
法
人
税
法
施
行
規
則
別
表
の
書
式
は
、
法
人
（
人
格
の
な
い
社
団
等
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）の
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
の
所
得
に
対
す
る
法
人
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
法
人
の
同
日
前
に
終
了
し
た
事

業
年
度
の
所
得
に
対
す
る
法
人
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

地
方
法
人
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

地
方
法
人
税
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
財
務
省
令
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
、「
被
合
併
法
人
」、「
合
併
法
人
」」及
び
「
、「
適
格
合
併
」」を
削
り
、「
第
八
号
ま
で
、
第
十
号
」
を
「
第
三
号
ま
で
、
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
」
に
改
め
、「
、
被
合
併
法
人
、
合
併
法
人
」
及
び
「
、
適
格
合
併
」
を
削
る
。

〇
財
務
省
令
第
四
十
四
号

地
方
法
人
税
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
十
一
号
）
を
実
施
す
る
た
め
、
地
方
法
人
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
四
月
十
四
日

財
務
大
臣

加
藤

勝
信





別 表 二 の 表 中

「

法 人 税 額 の 特 別 控 除 額
（法人税申告書別表一「３」）

」

を

「
法 人 税 額 の 特 別 控 除 額
（法人税申告書別表一「３」）－（法人税申告書別表六
（六）「９の」＋「９の」）

」

に 、

「 地 方 法 人 税 額
×103％－（（（法人税申告書別表六（五の二）「５の
」）＋（法人税申告書別表十七（三の六）「１」）－）
と０のうち多い金額）

（マイナスの場合は０） 」

を

地 方 法 人 税 額
×103％－（（（法人税申告書別表六（五の二）「５の
」）＋（法人税申告書別表十七（三の六）「１」）－（法
人税申告書別表一「４」））と０のうち多い金額）

（マイナスの場合は０） 」

に 、

「

法 人 税 額 の 特 別 控 除 額
（法人税申告書別表一の二「３」）

」

を

「
法 人 税 額 の 特 別 控 除 額
（法人税申告書別表一の二「３」）－（法人税申告書別
表六（六）「９の」＋「９の」）

」

に 、

「
恒
×
」）

久 的 施 設 帰 属 地 方 法 人 税 額
103％－（（（法人税申告書別表六（五の二）「５の
－）と０のうち多い金額）

（マイナスの場合は０）
」

を

「 恒 久 的 施 設 帰 属 地 方 法 人 税 額
×103％－（（（法人税申告書別表六（五の二）「５の
」）－（法人税申告書別表一の二「４」））と０のうち
多い金額）

（マイナスの場合は０） 」

に 改 め 、 同 表 の 記 載 要 領 第 二 号 中「「４」から「７」まで」 を「「」から「」まで」

に 改 め 、 同 第 三 号 を 削 り 、 同 第 四 号 を 同 第 三 号 と し 、 同 第 五 号 か ら 第 七 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 上 げ る 。

「

別 表 二 付 表 一 の 表 中

「

法 人 税 額 の 特 別 控 除 額
（法人税申告書別表一「３」）

」

を

「
法 人 税 額 の 特 別 控 除 額
（法人税申告書別表一「３」）－（法人税申告書別表六
（六）「９の」＋「９の」）

」

に 、

「 地 方 法 人 税 額
×103％－（（（法人税申告書別表六（五の二）「５の
」）＋（法人税申告書別表十七（三の六）「１」）－）
と０のうち多い金額）

（マイナスの場合は０） 」

令
和

年

月


日
月
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報






を 「
地

方
法

人
税

額

×
103％

－（（（
法
人
税
申
告
書
別
表
六（
五
の
二
）「
５
の


」）＋（

法
人
税
申
告
書
別
表
十
七（
三
の
六
）「
１
」）－（

法
人
税
申
告
書
別
表
一
「
４
」））と

０
の
う
ち
多
い
金
額
）

（
マ
イ
ナ
ス
の
場
合
は
０
）

」

に
改
め
、
同
表
の
記
載
要
領
第
二
号
を
削
り
、
同
第
三
号
を
同
第
二
号
と
し
、
同
第
四
号
中「「

９
」
か
ら
「
11」
ま
で
」

を「「

」
か
ら
「

」
ま
で
」

に
改
め
、
同

号
を
同
第
三
号
と
し
、
同
第
五
号
中「「

13」
か
ら
「
19」
ま
で
」

を「「

」
か
ら
「

」
ま
で
」

に
改
め
、
同
号
を
同
第
四
号
と
す
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報

第
二
条
第
二
十
八
号
ロ
中
「
、
第
四
十
二
条
の
十
二
の
七
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
」
を
削
り
、
同
条
第
七
十
六
号

を
同
条
第
七
十
七
号
と
し
、
同
条
第
六
十
四
号
か
ら
第
七
十
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
第
六
十
三
号
イ

中
「
法
人
税
法
」
の
下
に「（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）」を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
六
十
四
号
と
し
、
同
条
第
六

十
二
号
を
同
条
第
六
十
三
号
と
し
、
同
条
第
四
十
一
号
か
ら
第
六
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
第
四
十

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
十
一

措
置
法
第
五
十
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定

同
項
の
規
定
に
よ
り
損
金
の
額
に
算
入
さ
れ
る
金
額

附

則

１

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
地
方
法
人
税
法
施
行
規
則
別
表
二
及
び
別
表
二
付
表
一
の
書
式
は
、
法
人
（
人
格
の
な
い
社
団
等
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）の
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
に
終
了
す
る
課
税
事
業
年
度
の
基
準
法
人
税
額
に
対
す
る
地
方
法
人
税
に

つ
い
て
適
用
し
、
法
人
の
同
日
前
に
終
了
し
た
課
税
事
業
年
度
の
基
準
法
人
税
額
に
対
す
る
地
方
法
人
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

租
税
特
別
措
置
の
適
用
状
況
の
透
明
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

租
税
特
別
措
置
の
適
用
状
況
の
透
明
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
二
年
財
務
省
令
第
二
十
二
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
満
た
な
い
場
合
」
の
下
に「（
措
置
法
第
六
十
六
条
の
十
一
の
三
第
四
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る

場
合
を
除
く
。）」
を
加
え
、「（
次
に
掲
げ
る
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
金
額
以
下
）」を
削
り
、
同
号

イ
か
ら
ハ
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
十
三
号
中
「
又
は
第
二
項
」
を
「
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
六
項
又
は
第
七
項
」
に
改

め
、
同
号
ロ
中
「
の
規
定

同
項
」
を
「
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
六
項
又
は
第
七
項
の
規
定

こ
れ
ら
」
に
改
め
、
同

条
第
十
四
号
を
削
り
、
同
条
第
十
五
号
を
同
条
第
十
四
号
と
し
、
同
条
第
十
六
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰

り
上
げ
、
同
条
第
二
十
一
号
を
同
条
第
二
十
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
一

措
置
法
第
四
十
四
条
の
六
第
一
項
の
規
定

同
項
に
規
定
す
る
特
別
償
却
限
度
額

〇
財
務
省
令
第
四
十
五
号

租
税
特
別
措
置
の
適
用
状
況
の
透
明
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
八
号
）
第
二
条
第
一
項
第
六
号

及
び
第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
租
税
特
別
措
置
の
適
用
状
況
の
透
明
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
四
月
十
四
日

財
務
大
臣

加
藤

勝
信





別 記 様 式 の 記 載 要 領 第 四 号 の 表 中 小 企 業 者 等 が 特 定 経 営 力 向 上 設 備 等 を 取 得 し た 場 合 の 特 別 償 却 の

項 か ら 給 与 等 の 支 給 額 が 増 加 し た 場 合 の 法 人 税 額 の 特 別 控 除 の 項 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。

中小企業者等が特定
経営力向上設備等を
取得した場合の特別
償却

所得税法等の一部を改正する
法律（令和７年法律第13号）
第８条の規定による改正前の
租税特別措置法（以下この表
において「令和７年旧措置法」
という。）第42条の12の４第１
項（償却費）

00601 特別償却限度額の欄の金額

第52条の３第１項又は第11項
（特別償却準備金）（令和７年
旧措置法第42条の12の４第１
項）

00602 法規別表十六（九）「８」の欄
の金額

第42条の12の４第１項（償却
費）（中小企業等経営強化法施
行規則（平成11年通商産業省
令第74号。以下この表におい
て「経営強化法規則」という。）
第16条第２項第１号）

00712 特別償却限度額の欄の金額

第52条の３第１項又は第11項
（特別償却準備金）（第42条の
12の４第１項（経営強化法規
則第16条第２項第１号））

00713 法規別表十六（九）「８」の欄
の金額

第42条の12の４第１項（償却
費）（経営強化法規則第16条第
２項第２号）

00714 特別償却限度額の欄の金額

第52条の３第１項又は第11項
（特別償却準備金）（第42条の
12の４第１項（経営強化法規
則第16条第２項第２号））

00715 法規別表十六（九）「８」の欄
の金額

第42条の12の４第１項（償却
費）（経営強化法規則第16条第
２項第３号）

00716 特別償却限度額の欄の金額

第52条の３第１項又は第11項
（特別償却準備金）（第42条の
12の４第１項（経営強化法規
則第16条第２項第３号））

00717 法規別表十六（九）「８」の欄
の金額

第42条の12の４第１項（償却
費）（経営強化法規則第16条第
３項）

00718 特別償却限度額の欄の金額

中小企業者等が特定
経営力向上設備等を
取得した場合の法人
税額の特別控除

令和７年旧措置法第42条の12
の４第２項

00603 法規別表六（二十三）「20」の
欄の金額（当該金額に他の租税
特別措置法の条項の欄に掲げる
条項（以下この表において「適
用条項」という。）に係る金額が
含まれる場合には、法規別表六
（二十三）「20」の欄の金額か
ら、他の適用額相当額（同欄の
金額に同表「15」の欄の金額の
うちに占める当該他の適用条項
に係る同欄の金額に相当する金
額の割合を乗じて計算した金額
をいう。）を控除した金額）

第42条の12の４第２項（経営
強化法規則第16条第２項第１
号）

00720

第42条の12の４第２項（経営
強化法規則第16条第２項第２
号）

00721

第42条の12の４第２項（経営
強化法規則第16条第２項第３
号）

00722

第42条の12の４第２項（経営
強化法規則第16条第３項）

00723

第42条の12の４第３項 00604 法規別表六（二十三）「25」の
欄の金額

給与等の支給額が増
加した場合の法人税
額の特別控除

第42条の12の５第１項 00699 法規別表六（二十四）「39」の
欄の金額

第42条の12の５第２項 00700

第42条の12の５第３項 00701

第42条の12の５第４項 00702 法規別表六（二十四）「44」の
欄の金額

別 記 様 式 の 記 載 要 領 第 四 号 の 表 認 定 特 定 高 度 情 報 通 信 技 術 活 用 設 備 を 取 得 し た 場 合 の 特 別 償 却 の 項

中「第42条の12の６第１項」 を「令和７年旧措置法第42条の12の６第１項」 に 改 め 、 同 表 認 定 特 定 高

度 情 報 通 信 技 術 活 用 設 備 を 取 得 し た 場 合 の 法 人 税 額 の 特 別 控 除 の 項 中「第42条の12の６第２項」 を「令
和７年旧措置法第42条の12の６第２項」 に 改 め 、 同 表 事 業 適 応 設 備 を 取 得 し た 場 合 等 の 特 別 償 却 の 項

中「事業適応設備」 を「生産工程効率化等設備を取得した場合の特別償却（事業適応設備」 に 、「の特
別償却」 を「の特別償却）」 に 、「第42条の12の７第１項」 を「令和７年旧措置法第42条の12の７第１項」

に 、「第42条の12の７第２項」 を「令和７年旧措置法第42条の12の７第２項」 に 、「第42条の12の７第３
項」 を「第42条の12の６第１項」 に 改 め 、 同 表 事 業 適 応 設 備 を 取 得 し た 場 合 等 の 法 人 税 額 の 特 別 控 除

の 項 中「事業適応設備」 を「生産工程効率化等設備を取得した場合等の法人税額の特別控除（事業適
応設備」 に 、「特別控除」 を「特別控除）」 に 、「第42条の12の７第４項」 を「令和７年旧措置法第42条の

第52条の３第１項又は第11項
（特別償却準備金）（第42条の
12の４第１項（経営強化法規
則第16条第３項））

00719 法規別表十六（九）「８」の欄
の金額

令
和

年

月


日
月
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報






12の
７
第
４
項
」

に
、

「
第
42条
の
12の
７
第
５
項
」

を「
令
和
７
年
旧
措
置
法
第
42条
の
12の
７
第
５
項
」

に
、

「
第
42

条
の
12の
７
第
６
項
」

を「
第
42条
の
12の
６
第
２
項
」

に
、

「
別
表
六
（
二
十
六
）
「
43」」

を「
別
表
六
（
二
十
六
）

「
40」」

に
、

「
第
42条
の
12の
７
第
７
項
」

を「
第
42条
の
12の
６
第
３
項
」

に
、

「
第
42条
の
12の
７
第
８
項
」

を「
第

42条
の
12の
６
第
４
項
」

に
、

「
第
42条
の
12の
７
第
10項
」

を「
第
42条
の
12の
６
第
６
項
」

に
、

「
第
42条
の
12の
７

第
11項
」

を「
第
42条
の
12の
６
第
７
項
」

に
改
め
、
同
表
生
産
方
式
革
新
事
業
活
動
用
資
産
等
の
特
別
償
却
の
項
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

再
資
源
化
事
業
等
高
度

化
設
備
の
特
別
償
却

第
44条
の
６
第
１
項
（
償
却
費
）
00724

特
別
償
却
限
度
額
の
欄
の
金
額

第
52条
の
３
第
１
項
又
は
第
11項

（
特
別
償
却
準
備
金
）

00725
法
規
別
表
十
六
（
九
）
「
８
」
の
欄

の
金
額

別
記
様
式
の
記
載
要
領
第
四
号
の
表
特
定
地
域
に
お
け
る
産
業
振
興
機
械
等
の
割
増
償
却
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。特

定
地
域
に
お
け
る
産

業
振
興
機
械
等
の
割
増

償
却

第
45条

第
３
項
の
表
の
第
１
号

（
償
却
費
）

00670
特
別
償
却
限
度
額
の
欄
の
金
額

第
52条
の
３
第
１
項
又
は
第
11項

（
特
別
償
却
準
備
金
）（
第
45条
第

３
項
の
表
の
第
１
号
）

00671
法
規
別
表
十
六
（
九
）
「
８
」
の
欄

の
金
額

第
45条

第
３
項
の
表
の
第
２
号

（
償
却
費
）

00573
特
別
償
却
限
度
額
の
欄
の
金
額

第
52条
の
３
第
１
項
又
は
第
11項

（
特
別
償
却
準
備
金
）（
第
45条
第

３
項
の
表
の
第
２
号
）

00574
法
規
別
表
十
六
（
九
）
「
８
」
の
欄

の
金
額

第
45条

第
３
項
の
表
の
第
３
号

（
償
却
費
）

00560
特
別
償
却
限
度
額
の
欄
の
金
額

第
52条
の
３
第
１
項
又
は
第
11項

（
特
別
償
却
準
備
金
）（
第
45条
第

３
項
の
表
の
第
３
号
）

00561
法
規
別
表
十
六
（
九
）
「
８
」
の
欄

の
金
額

別
記
様
式
の
記
載
要
領
第
四
号
の
表
事
業
再
編
計
画
の
認
定
を
受
け
た
場
合
の
事
業
再
編
促
進
機
械
等
の
割
増
償
却

の
項
を
削
り
、
同
表
保
険
会
社
等
の
異
常
危
険
準
備
金
の
項
及
び
原
子
力
保
険
又
は
地
震
保
険
に
係
る
異
常
危
険
準
備

金
の
項
中「（当

該
金
額
が
同
表
「
10」
の
欄
の
金
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
同
欄
の
金
額
）

」を
「か

ら
同
表
「
11」
の

欄
の
金
額
を
控
除
し
た
金
額

」
に
改
め
、
同
表
対
外
船
舶
運
航
事
業
を
営
む
法
人
の
日
本
船
舶
に
よ
る
収
入
金
額
の
課

税
の
特
例
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

特
許
権
等
の
譲
渡
等
に

よ
る
所
得
の
課
税
の
特

例

第
59条
の
３
第
１
項

00726
法
規
別
表
十
（
五
）
「
12」
の
欄
の

金
額

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報

別
記
様
式
の
記
載
要
領
第
四
号
の
表
農
業
経
営
基
盤
強
化
準
備
金
の
項
中「

別
表
十
二
（
十
三
）
「
10」」

を「
別
表

十
二
（
十
三
）
「
９
」」

に
改
め
、
同
表
農
用
地
等
を
取
得
し
た
場
合
の
課
税
の
特
例
の
項
中「

別
表
十
二
（
十
三
）

「
43の
計
」」

を「
別
表
十
二
（
十
三
）
「
42の
計
」」

に
改
め
、
同
表
収
用
換
地
等
の
場
合
の
所
得
の
特
別
控
除
の
項
中

「
別
表
十
（
五
）
「
22」」

を「
別
表
十
（
六
）
「
22」」

に
改
め
、
同
表
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
等
の
た
め
に
土
地
等

を
譲
渡
し
た
場
合
の
所
得
の
特
別
控
除
の
項
中「

別
表
十
（
五
）
「
37」」

を「
別
表
十
（
六
）
「
37」」

に
改
め
、
同
表

特
定
住
宅
地
造
成
事
業
等
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
所
得
の
特
別
控
除
の
項
中「

別
表
十
（
五
）
「
42」」

を「
別
表
十
（
六
）
「
42」」

に
改
め
、
同
表
農
地
保
有
の
合
理
化
の
た
め
に
農
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
所
得
の
特
別

控
除
の
項
中「

別
表
十
（
五
）
「
47」」

を「
別
表
十
（
六
）
「
47」」

に
改
め
、
同
表
特
定
の
長
期
所
有
土
地
等
の
所
得

の
特
別
控
除
の
項
中「

別
表
十
（
五
）
「
52」」

を「
別
表
十
（
六
）
「
52」」

に
改
め
、
同
表
特
定
の
基
金
に
対
す
る
負

担
金
等
の
損
金
算
入
の
特
例
の
項
中「

別
表
十
（
七
）
「
27」」

を「
別
表
十
（
八
）
「
27」」

に
改
め
、
同
表
特
定
投
資

運
用
業
者
の
役
員
に
対
す
る
業
績
連
動
給
与
の
損
金
算
入
の
特
例
の
項
中「

別
表
十
（
七
）
「
31の
計
」」

を「
別
表
十

（
八
）
「
31の
計
」」

に
改
め
、
同
表
特
定
事
業
活
動
と
し
て
特
別
新
事
業
開
拓
事
業
者
の
株
式
の
取
得
を
し
た
場
合
の

課
税
の
特
例
の
項
中「

別
表
十
（
六
）
「
12」」

を「
別
表
十
（
七
）
「
12」」

に
、

「
別
表
十
（
六
）
「
13」」

を「
別
表
十

（
七
）
「
13」」

に
改
め
、
同
表
社
会
保
険
診
療
報
酬
の
所
得
の
計
算
の
特
例
の
項
中「

別
表
十
（
七
）
「
６
」」

を「
別

表
十
（
八
）
「
６
」」

に
改
め
、
同
表
農
地
所
有
適
格
法
人
の
肉
用
牛
の
売
却
に
係
る
所
得
の
課
税
の
特
例
の
項
中「

別
表
十
（
七
）
「
22」」

を「
別
表
十
（
八
）
「
22」」

に
改
め
、
同
表
特
定
目
的
会
社
に
係
る
課
税
の
特
例
の
項
中「

別
表

十
（
八
）
「
13」」

を「
別
表
十
（
九
）
「
13」」

に
改
め
、同
表
投
資
法
人
に
係
る
課
税
の
特
例
の
項
中「別

表
十
（
九
）

「
11」」

を「
別
表
十
（
十
）
「
11」」

に
改
め
、
同
表
特
定
目
的
信
託
に
係
る
受
託
法
人
の
課
税
の
特
例
の
項
中「

別
表

十
（
十
）
「
16」」

を「
別
表
十
（
十
一
）
「
16」」

に
改
め
、
同
表
特
定
投
資
信
託
に
係
る
受
託
法
人
の
課
税
の
特
例
の

項
中「

別
表
十
（
十
）
「
33」」

を「
別
表
十
（
十
一
）
「
33」」

に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
第
二
十
一
号
を
同
条
第
二
十
号
と
し
、
同
号

の
次
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
（
同
条
第
二
十
一
号
を
同
条
第
二
十
号
と
す
る
部
分
を
除
く
。）及
び
別
記
様
式
の

記
載
要
領
第
四
号
の
表
生
産
方
式
革
新
事
業
活
動
用
資
産
等
の
特
別
償
却
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規

定
並
び
に
次
条
第
三
項
の
規
定
は
、
資
源
循
環
の
促
進
の
た
め
の
再
資
源
化
事
業
等
の
高
度
化
に
関
す
る
法
律
（
令

和
六
年
法
律
第
四
十
一
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
改
正
後
の
租
税
特
別
措
置
の
適
用
状
況
の
透
明
化
等
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。）第
二
条
の
規
定
及
び
新
規
則
別
記
様
式
に
よ
る
適
用
額
明
細
書
（
租
税
特
別

措
置
の
適
用
状
況
の
透
明
化
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
適
用
額
明
細
書
を
い
う
。
以
下

同
じ
。）は
、
法
人
（
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
二
条
第
八
号
に
規
定
す
る
人
格
の
な
い
社
団

等
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）の
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
法
人
税
の
申
告
に
つ
い
て
適

用
し
、
法
人
の
同
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
に
係
る
法
人
税
の
申
告
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

新
規
則
第
二
条
第
一
号
の
規
定
は
、
法
人
の
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
（
所
得
税
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
十
三
号
）
附
則
第
三
十
九
条
に
規
定
す
る
経
過
事
業
年
度
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
経
過
事
業
年
度
」
と
い
う
。）を
除
く
。）に
係
る
法
人
税
の
申
告
に
つ
い
て
適
用
し
、
法
人
の
同
日
前

に
開
始
し
た
事
業
年
度
（
経
過
事
業
年
度
を
含
む
。）に
係
る
法
人
税
の
申
告
に
つ
い
て
は
、な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

新
規
則
第
二
条
第
二
十
一
号
の
規
定
及
び
新
規
則
別
記
様
式
（
記
載
要
領
第
四
号
の
表
再
資
源
化
事
業
等
高
度
化

設
備
の
特
別
償
却
の
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。）に
よ
る
適
用
額
明
細
書
は
、
法
人
の
前
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
日

以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
法
人
税
の
申
告
に
つ
い
て
適
用
す
る
。





令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報

防
衛
特
別
法
人
税
に
関
す
る
省
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
防
衛
特
別
法
人
税
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

防
衛
特
別
法
人
税
に
関
す
る
省
令
（
令
和
七
年
財
務
省
令
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
通
算
法
人
」
又
は
「
課
税
事
業
年
度
」
を
「
通
算
子
法
人
」、「
通
算
法
人
」、「
防
衛
特
別
法
人
税
中
間
申
告
書
」、「
防
衛
特
別
法
人
税
確
定
申
告
書
」、「
期
限
後
申
告
書
」、「
修
正
申
告
書
」、「
更
正
」、「
還
付
加
算
金
」、「
課
税
事
業

年
度
」
又
は
「
課
税
標
準
法
人
税
額
」
に
、「
若
し
く
は
第
八
号
又
は
第
十
一
条
」
を
「
か
ら
第
八
号
ま
で
、
第
十
四
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
、
第
十
九
号
若
し
く
は
第
二
十
二
号
、
第
十
一
条
又
は
第
十
三
条
第
二
項
」
に
、「
通
算
法
人
又
は

課
税
事
業
年
度
」
を
「
通
算
子
法
人
、
通
算
法
人
、
防
衛
特
別
法
人
税
中
間
申
告
書
、
防
衛
特
別
法
人
税
確
定
申
告
書
、
期
限
後
申
告
書
、
修
正
申
告
書
、
更
正
、
還
付
加
算
金
、
課
税
事
業
年
度
又
は
課
税
標
準
法
人
税
額
」
に
改
め
る
。

第
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

法
第
二
十
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
防
衛
特
別
法
人
税
中
間
申
告
書
（
当
該
申
告
書
に
係
る
修
正
申
告
書
を
含
む
。）の
記
載
事
項
の
う
ち
別
表
四
に
定
め
る
も
の
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
書
式
に
よ
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

法
第
二
十
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
防
衛
特
別
法
人
税
中
間
申
告
書
（
当
該
申
告
書
に
係
る
修
正
申
告
書
及
び
更
正
請
求
書
（
国
税
通
則
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
二
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す

る
更
正
請
求
書
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。）を
含
む
。）の
記
載
事
項
及
び
こ
れ
に
添
付
す
べ
き
書
類
の
記
載
事
項
の
う
ち
別
表
一
か
ら
別
表
三
ま
で
（
更
正
請
求
書
に
あ
っ
て
は
、
別
表
一
を
除
く
。）に
定

め
る
も
の
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
表
の
書
式
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

防
衛
特
別
法
人
税
確
定
申
告
書
（
当
該
申
告
書
に
係
る
修
正
申
告
書
及
び
更
正
請
求
書
を
含
む
。）の
記
載
事
項
及
び
こ
れ
に
添
付
す
べ
き
書
類
の
記
載
事
項
の
う
ち
別
表
一
か
ら
別
表
三
ま
で
（
更
正
請
求
書
に
あ
っ
て
は
、
別
表
一
を

除
く
。）に
定
め
る
も
の
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
表
の
書
式
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条
第
一
項
中
「
防
衛
特
別
法
人
税
に
関
す
る
政
令
」
の
下
に「（
以
下
「
令
」
と
い
う
。）」
を
加
え
る
。

第
八
条
を
第
九
条
と
し
、
第
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
申
告
書
の
書
式
の
特
例
）

第
八
条

国
税
庁
長
官
は
、
別
表
一
か
ら
別
表
四
ま
で
の
各
表
の
書
式
に
つ
い
て
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
所
要
の
事
項
を
付
記
す
る
こ
と
又
は
一
部
の
事
項
を
削
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

国
税
庁
長
官
が
法
人
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
年
大
蔵
省
令
第
十
二
号
）
第
七
十
条
の
規
定
に
よ
り
同
令
別
表
一
か
ら
別
表
二
十
一
ま
で
の
各
表
の
書
式
に
別
表
一
か
ら
別
表
四
ま
で
の
各
表
の
書
式
に
準
じ
て
当
該
各
表
に
定
め
る

事
項
の
全
部
又
は
一
部
の
記
載
欄
を
付
記
し
た
場
合
に
は
、
第
二
条
第
二
項
、
第
三
条
第
二
項
又
は
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
各
表
の
書
式
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
記
載
事
項
の
記
載
に
つ
い
て
は
、

当
該
書
式
に
代
え
、
当
該
記
載
欄
が
設
け
ら
れ
た
同
令
別
表
一
か
ら
別
表
二
十
一
ま
で
の
各
表
の
書
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
則
第
二
項
中
「
届
出
」
の
下
に「（
以
下
「
開
始
届
出
」
と
い
う
。）」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
法
人
税
法
施
行
規
則
第
三
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
国
税
関
係
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
省
令
第
四
条
第
一

項
の
届
出
を
行
っ
て
い
る
内
国
法
人
は
、
開
始
届
出
を
行
う
こ
と
を
要
し
な
い
。

附
則
の
次
に
別
表
と
し
て
次
の
七
表
を
加
え
る
。

〇
財
務
省
令
第
四
十
六
号

租
税
特
別
措
置
の
適
用
状
況
の
透
明
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
八
号
）
第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
我
が
国
の
防
衛
力
の
抜
本
的
な
強
化
等
の
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
令
和
五

年
法
律
第
六
十
九
号
）
及
び
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
を
実
施
す
る
た
め
、
防
衛
特
別
法
人
税
に
関
す
る
省
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
四
月
十
四
日

財
務
大
臣

加
藤

勝
信





令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



別表一 記載要領
１ この表は、法第10条各号に掲げる法人が確定申告（法第25条第１項の規定による申告書（当該申告書に係る期限後申告書を含む。）の提出をいう。以下同じ。）若しくは仮決算による中間申告（法第
22条第１項の規定による申告書の提出をいう。以下同じ。）又はこれらの申告に係る修正申告（修正申告書の提出をいう。以下同じ。）をする場合に記載すること。
２ 「旧納税地及び旧法人名等」の欄は、納税地又は法人名に変更があった場合に、変更前の納税地又は法人名を記載すること。なお、納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、
その本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。
３ 「課税事業年度分の防衛特別法人税 申告書」の空欄は、確定申告をする場合には「確定」と、仮決算による中間申告をする場合には「中間」と、それぞれ記載し、修正申告をする場合には
「修正確定」又は「修正中間」と記載すること。なお、期限後申告（期限後申告書の提出をいう。）をする場合には、その旨を併せて記載すること。

４

「法 人 税 額
（（法人税申告書別表一「４」＋「５」＋「７」）又は（法人
税申告書別表一の二「４」＋「５」＋「24」＋「25」））－
（法人税申告書別表六（二）付表六「７の計」）＋（法人税申
告書別表六（六）「９の」＋「９の」）



」

の欄の記載に当たっては、次によること。

 法人税法施行規則別表一「10」又は別表一の二「６」若しくは「26」の各欄に外書きした金額がある場合には、当該金額を含めて記載すること。
 当該課税事業年度において租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第42条の14第１項又は第４項（同法第42条の12の６第６項及び第７項に係る部分に限る。）の規定の適用がある場合には、当該
規定により法人税の額に加算される金額の合計額を「法人税申告書別表一「４」＋「５」＋「７」」から控除して計算すること。

５
「基 礎 控 除 額
（500万円× 12 ）又は（別表一付表「４」）


」
及び の各欄は、当該法人が通算法人である場合（当該課税事業年度が当該法人に係る通算親法人の課税事

業年度終了の日に終了する課税事業年度である場合に限る。）には「（500万円× 12 ）又は」及び「（－）又は」を消し、その他の場合には「又は（別表一付表「４」）」及び「又は（別表一付表「８」）」

を消すこと。

６ の欄は、外国法人が法第17条第２項の規定の適用を受ける場合には、

「分 配 時 調 整 外 国 税 相 当 額 の 控 除 額
（（法人税申告書別表六（五の二）「８」－地方法人税申告書
別表一「８」）と（（（（法人税申告書別表一の二「４」＋「
５」）＋（法人税申告書別表六（六）「９の」＋「９の」
））×）×４％）のうち少ない金額）

７

 法人税法施行規則別表一の二「６」の欄に外書きした金額がある場合には、当該金額を「法人税申告書別表一の二「４」＋「５」」に含めて計算すること。

「 計
＋ 」の欄の外書には、法人税法第80条第９項又は第144条の13第12項の還付請求書を提出する場合に、同法第80条第１項又は第144条の13第１項各号若しくは第２項に規定する還付所得

事業年度に該当する課税事業年度の法第33条第１項に規定する確定防衛特別法人税額のうち、法人税法第80条第１項（同条第４項又は第５項において準用する場合を含む。）又は第144条の13第１項
（同条第９項から第11項までにおいて準用する場合を含む。）若しくは第２項（同条第10項又は第11項において準用する場合を含む。）の規定による請求により還付を受けようとする法人税の額に係る
金額を記載すること。なお、修正申告をする場合において、当該金額が減少するときはその減少後の金額を記載し、既に法第33条第１項の規定により還付を受けた金額に係る還付加算金があるとき
は当該還付加算金の額のうち当該減少後の金額に係る金額を含めて記載すること。
８ 「欠損金の繰戻しによる還付金額 」の欄は、法第33条第１項の規定により還付を受けた金額に係る還付加算金があるときは、当該還付加算金の額を含めて記載すること。

」


基 礎 控 除 残 額
（－）又は（別表一付表「８」）

（マイナスの場合は０）

「

「分配時調整外国税相当額及び外国関係会社等に係る控除対
象所得税額等相当額の控除額
（（法人税申告書別表六（五の二）「８」＋法人税申告書別表
十七（三の六）「４」－地方法人税申告書別表一「８」）と
のうち少ない金額）



」



」

として記載すること。この場合において、同欄の記載に当たっては、次によること。

 「（（法人税申告書別表一の二「４」＋「５」）＋（法人税申告書別表六（六）「９の」＋「９の」））×」の金額に1000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算すること。

令
和

年

月


日
月
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報






令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



別表一付表 記載要領

１ この表は、通算法人が確定申告若しくは仮決算による中間申告又はこれらの申告に係る修正申告をする場合（当該課税事業年度が当該通算法人に係る通算親法人の課税事業年度終了の日に終了す

る課税事業年度である場合に限る。）に記載すること。

２
基 礎 控 除 額
500万円× 12 ×




 及び
「基 礎 控 除 残 額
（500万円× 12 －）×




（マイナスの場合は０）

」
の各欄の分子の空欄には、当該通算法人に係る通算親法人の課税事業年度の月数を記載すること。

３ 通算法人が修正申告又は国税通則法第23条第１項の規定による更正の請求をする場合（次に掲げる場合のいずれかに該当する場合を除く。）には、
「基 礎 控 除 額
500万円× 12 ×





」
及び

「

」

「基 礎 控 除 残 額
（500万円× 12 －）×




（マイナスの場合は０）

」
の各欄には、法第25条第１項の規定による申告書に記載された別表一付表「１」、「３」、「５」及び「７」の金額により計算した金額を記載すること。この場合にお

第２項に規定する更正通知書のうち、最も新しいものに基づき

いて、既に法第13条第７項の通算課税事業年度について次に掲げる場合のいずれかに該当して修正申告書の提出又は更正がされていたときは、当該修正申告書又は当該更正に係る国税通則法第28条

「加算前基準法人税額
（別表一「１」） 」、

「 計
＋ 」、

「基準法人税加算額
（別表一「２」） 」及び

「 計
＋ 」の金額として計算される金額により、当該各

欄の金額を計算すること。

 「 計
＋ 」及び

「 計
＋ 」の金額の合計額が500万円（当該通算法人に係る通算親法人の課税事業年度が１年に満たない場合には、500万円を12で除し、これに当該通算親法人の課税事

業年度の月数を乗じて計算した金額）以下である場合

 法人税法第64条の５第６項の規定の適用がある場合

令
和

年

月


日
月
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報






令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



別表二 記載要領

１ 「内国法人の外国税額の控除額の計算」の各欄は、内国法人が法第16条（第２項を除く。）の規定の適用を受ける場合に記載すること。

２ 「」から「」までの各欄は、当該内国法人が通算法人である場合には、記載しないこと。

３
「課 税 標 準 法 人 税 額
（－－（別表一「３」））又は（（－）× 別表一「５」

別表一「１」＋「２」）

」
の欄の記載に当たっては、次によること。

 に規定する加算された金額がある場合以外の場合には、「又は（（－）× 別表一「５」
別表一「１」＋「２」）」を消すこと。この場合において、「－－（別表一「３」）」の金額に1000円未満の端数が

あるときは、その端数金額を切り捨てること。

 当該課税事業年度の法第10条第１号に定める基準法人税額のうちに令第３条第１項（令附則第２条第２項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）に規定する税額加算規定により加算さ

れた金額がある場合には、「（－－（別表一「３」））又は」を消すこと。この場合において、「（－）× 別表一「５」
別表一「１」＋「２」」の金額に1000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨

てること。

４ 「又は当初申告税額控除額 」の欄の記載に当たっては、次によること。

 に規定する場合（に規定するときを含む。）以外の場合には、「又は当初申告税額控除額」を消すこと。

 通算法人の適用課税事業年度（法第16条第５項に規定する適用課税事業年度をいう。において同じ。）について同項の規定の適用を受ける場合（に規定するときを除く。）には、「又は」を消

すこと。

 既に通算法人の適用課税事業年度について法第16条第６項（第１号に係る部分に限る。）の規定を適用して修正申告書の提出又は更正がされていた場合において、当該適用課税事業年度につき同

条第５項の規定の適用を受けるときは、当該修正申告書又は当該更正に係る国税通則法第28条第２項に規定する更正通知書のうち、最も新しいものに基づき別表二「13」の金額として計算される

金額を記載すること。

５ 「外国法人の外国税額の控除額の計算」の各欄は、外国法人が法第16条第２項の規定の適用を受ける場合に記載すること。

６
「課 税 標 準 法 人 税 額
（－）×別表一「５」別表一「１」


」
の記載に当たっては、 の金額に1000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てること。（－）×別表一「５」別表一「１」

「
」
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令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



別表二付表一 記載要領

１ この表は、通算法人が当該課税事業年度（当該通算法人に係る通算親法人の課税事業年度終了の日に終了するものに限る。）において法第16条（第２項を除く。以下この号において同じ。）の規定の

適用を受ける場合（他の通算法人が同日に終了する課税事業年度において同条の規定の適用を受ける場合を含む。）に記載すること。

２
「課 税 標 準 法 人 税 額
（－－（別表一付表「４」））又は（（－）× 別表一「５」

別表一「１」＋「２」）

」
の欄の記載に当たっては、次によること。

 に規定する加算された金額がある場合以外の場合には、「又は（（－）× 別表一「５」
別表一「１」＋「２」）」を消すこと。この場合において、「－－（別表一付表「４」）」の金額に1000円未満の端数

 当該課税事業年度の法第10条第１号に定める基準法人税額のうちに令第３条第５項第１号（令附則第２条第２項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）に規定する税額加算規定により加

算された金額がある場合には、「（－－（別表一付表「４」））又は」を消すこと。この場合において、「（－）× 別表一「５」
別表一「１」＋「２」」の金額に1000円未満の端数があるときは、その端数金額

を切り捨てること。

３ 「」から「」までの各欄は、
「調整前控除限度額

×

」
の欄の金額が０を超える場合にのみ記載すること。

があるときは、その端数金額を切り捨てること。
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令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



別表二付表二 記載要領

１ この表は、通算法人（通算法人であった内国法人を含む。以下この記載要領において同じ。）が法第16条第８項又は第９項（これらの規定を同条第13項及び第14項において準用する場合を含む。次

号において同じ。）の規定の適用を受ける場合に記載すること。

２ 「税 額 控 除 不 足 額 相 当 額
（（－）又は当初申告税額控除不足額相当額） 」の欄の記載に当たっては、次によること。

 通算法人の対象課税事業年度（法第16条第８項に規定する対象課税事業年度をいう。以下この記載要領において同じ。）について同条第10項の規定の適用を受ける場合（に規定する既に修正申

告等があった場合を除く。）には、「（－）又は」を消すこと。

 既に通算法人の対象課税事業年度について法第16条第11項の規定を適用して修正申告書の提出又は更正がされていた場合において、当該対象課税事業年度につき同条第10項の規定の適用を受け

るとき（及び次号において「既に修正申告等があった場合」という。）は、当該修正申告書又は当該更正に係る国税通則法第28条第２項に規定する更正通知書のうち、最も新しいもの（次号に

おいて「直近修正申告書等」という。）に基づき別表二付表二「６」の金額として計算される金額を記載すること。

 に規定する場合及び既に修正申告等があった場合以外の場合には、「又は当初申告税額控除不足額相当額」を消すこと。

３ 「税 額 控 除 超 過 額 相 当 額
（（－）又は当初申告税額控除超過額相当額） 」の欄の記載に当たっては、次によること。

 通算法人の対象課税事業年度について法第16条第10項の規定の適用を受ける場合（既に修正申告等があった場合を除く。）には、「（－）又は」を消すこと。

 既に修正申告等があった場合には、直近修正申告書等に基づき別表二付表二「７」の金額として計算される金額を記載すること。

 に規定する場合及び既に修正申告等があった場合以外の場合には、「又は当初申告税額控除超過額相当額」を消すこと。
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令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



別表三 記載要領

１ この表は、通算法人が当該課税事業年度（当該通算法人に係る通算親法人の課税事業年度終了の日に終了するものに限る。）において法第13条第３項第２号又は第16条（同条第４項の規定の適用が

ある場合に限る。以下この号において同じ。）の規定の適用を受ける場合（他の通算法人が同日に終了する課税事業年度において同条の規定の適用を受ける場合を含む。）に記載すること。

２ 当該通算法人（通算子法人に限る。）が仮決算による中間申告又は確定申告をする場合において、当該通算法人に係る通算親法人が提出する次に掲げる申告書にこの表（当該通算親法人及び他の通

算法人に係る各欄の記載があるものに限る。）が添付されているときは、当該申告書の区分に応じそれぞれ次に定める申告書には、この表の添付を要しない。

 法第22条第１項各号に掲げる事項を記載した防衛特別法人税中間申告書（当該仮決算による中間申告に係る同条第４項第１号に規定する期間の末日に終了する当該通算親法人の同条第１項第１

号に規定する期間に係るものに限る。） 当該仮決算による中間申告に係る防衛特別法人税中間申告書

 法第25条第１項の規定による申告書（当該課税事業年度終了の日に終了する当該通算親法人の課税事業年度に係るものに限る。） 当該確定申告に係る同項の規定による申告書
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令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



別表四 記載要領

１ この表は、普通法人（法人税法第２条第９号に規定する普通法人をいう。）が中間申告（法第21条第１項の規定による申告書の提出をいう。以下この号において同じ。）又は中間申告に係る修正申告

をする場合に記載すること。

２ 「月数換算」の欄の分子の空欄には、当該課税事業年度開始の日から法第21条第１項に規定する６月経過日（次号において「６月経過日」という。）の前日までの期間の月数を記載すること。

３ 「修正・更正・決定の年月日」の欄は、６月経過日の前日までに最後に修正申告書を提出した日又は更正若しくは決定（国税通則法第25条の規定による決定をいう。）の通知のあった日を記載する

こと。

４ 「同上のうち税額控除超過額相当額の加算額等」の欄は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額（次に掲げる場合のうち２以上の場合に該当する場合には、当該２以上の場合の区

分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額）を記載すること。

 前課税事業年度に法第16条第９項の規定の適用がある場合 前課税事業年度の別表二付表二「７の計」の金額

 前課税事業年度の基準法人税額（法第10条に規定する基準法人税額をいう。以下この号において同じ。）に租税特別措置法第42条の４第８項第６号ロ又は第７号（これらの規定を同条第18項にお

いて準用する場合を含む。）の規定により加算された金額がある場合 前課税事業年度の法人税法施行規則別表六（九）付表「32」及び「37」、別表六（十）付表「29」及び「34」並びに別表六（十二）付

表二「19」及び「24」の金額に100分の４を乗じて計算した金額に前課税事業年度の課税標準法人税額を乗じてこれを当該基準法人税額で除して計算した金額に相当する金額

 前課税事業年度の基準法人税額に租税特別措置法第42条の14第１項（東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（平成23年法律第29号）第17条の４の２第１項の規定

により読み替えて適用する場合を含む。）の規定により加算された金額がある場合 当該加算された金額に100分の４を乗じて計算した金額に前課税事業年度の課税標準法人税額を乗じてこれを当

該基準法人税額で除して計算した金額に相当する金額

 前課税事業年度の基準法人税額に租税特別措置法第42条の14第４項の規定により加算された金額がある場合 当該加算された金額に100分の４を乗じて計算した金額に前課税事業年度の課税標

準法人税額を乗じてこれを当該基準法人税額で除して計算した金額に相当する金額

 前課税事業年度の基準法人税額に租税特別措置法第62条第１項、第62条の３第１項若しくは第９項若しくは第63条第１項の規定又は令附則第２条第１項に規定する旧賃借資産税額加算規定によ

り加算された金額がある場合 当該加算された金額に100分の４を乗じて計算した金額に前課税事業年度の課税標準法人税額を乗じてこれを当該基準法人税額で除して計算した金額に相当する金

額

（ 法 人 税 法 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 法 人 税 法 施 行 規 則 （ 昭 和 四 十 年 大 蔵 省 令 第 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 七 十 条 に 後 段 と し て 次 の よ う に 加 え る 。

こ の 場 合 に お い て 、 別 表 十 九 及 び 別 表 十 九 の 二 の 各 表 の 書 式 に 地 方 法 人 税 法 施 行 規 則 （ 平 成 二 十 六 年 財 務 省 令 第 二 十 二 号 ） 別 表 三 及 び 防 衛 特 別 法 人 税 に 関 す る 省 令 （ 令 和 七 年 財 務 省 令 第 三 十 一 号 ）

別 表 四 の 各 表 の 書 式 に 準 じ て 当 該 各 表 に 定 め る 事 項 の 全 部 又 は 一 部 の 記 載 欄 を 付 記 す る と き に 限 り 、 国 税 庁 長 官 は 、 併 せ て 当 該 別 表 十 九 及 び 別 表 十 九 の 二 の 各 表 の 用 紙 の 大 き さ を 日 本 産 業 規 格 （ 産 業

標 準 化 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 百 八 十 五 号 ） 第 二 十 条 第 一 項 （ 日 本 産 業 規 格 ） に 規 定 す る 日 本 産 業 規 格 を い う 。 ） Ａ 列 四 番 と す る こ と が で き る 。
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別 表 三 の 表 中

「
法 人 税 額 及 び 地 方 法 人 税 額 の 合 計 額

（（（別表一「４」＋「５」＋「７」－「12」－「37」）－別表六（
五の二）「５の」）と０のいずれか多い金額）＋（（地方法人税申
告書別表一「４」＋「５」－「９」－「25」）と０のいずれか多
い金額）－（（別表六（五の二）「５の」－（別表一「４」＋「５
」＋「７」））と０のいずれか多い金額）

（マイナスの場合は０）
」

を

「 法人税額、地方法人税額及び防衛特別法人税額の合計額
（（（別表一「４」＋「５」＋「７」－「12」－「37」）－別表六（
五の二）「５の」）と０のいずれか多い金額）＋（（（地方法人税
申告書別表一「４」＋「５」－「９」－「25」）－（（別表六（五
の二）「５の」－（別表一「４」＋「５」＋「７」））と０のい
ずれか多い金額））と０のいずれか多い金額）＋（（防衛特別法人税
申告書別表一「６」＋「７」－「11」－「27」）と０のいずれか
多い金額）－（（別表六（五の二）「５の」－（別表一「４」＋「
５」＋「７」）－（地方法人税申告書別表一「４」＋「５」））と
０のいずれか多い金額）

（マイナスの場合は０） 」

に 改 め 、 同 表 の 記 載 要 領 第 四 号 中

「「法 人 税 額 及 び 地 方 法 人 税 額 の 合 計 額
（（（別表一「４」＋「５」＋「７」－「12」－「37」）－別表六（
五の二）「５の」）と０のいずれか多い金額）＋（（地方法人税申
告書別表一「４」＋「５」－「９」－「25」）と０のいずれか多
い金額）－（（別表六（五の二）「５の」－（別表一「４」＋「５
」＋「７」））と０のいずれか多い金額）

（マイナスの場合は０）



」」

を

「「法人税額、地方法人税額及び防衛特別法人税額の合計額
（（（別表一「４」＋「５」＋「７」－「12」－「37」）－別表六（
五の二）「５の」）と０のいずれか多い金額）＋（（（地方法人税
申告書別表一「４」＋「５」－「９」－「25」）－（（別表六（五
の二）「５の」－（別表一「４」＋「５」＋「７」））と０のい
ずれか多い金額））と０のいずれか多い金額）＋（（防衛特別法人税
申告書別表一「６」＋「７」－「11」－「27」）と０のいずれか
多い金額）－（（別表六（五の二）「５の」－（別表一「４」＋「
５」＋「７」）－（地方法人税申告書別表一「４」＋「５」））と
０のいずれか多い金額）

（マイナスの場合は０）



」」

に 改 め る 。

別 表 四 の 表 中

「
損 金 経 理 を し た 法 人 税 及 び 地 方 法 人 税（附 帯 税 を 除 く。）

」

を

「
損金経理をした法人税、地方法人税及び防衛特別法人税（附帯税を除く。）

」

に 改 め る 。

別 表 五 の 表 中

「
未 納 法 人 税 及 び 未 納 地 方 法 人 税

（附帯税を除く。）
」

を

「
未納法人税、未納地方法人税及び未納防衛特別法人税

（附帯税を除く。）
」

に 改 め る 。

に 改 め 、 同 表 の 記 載 要 領 第 二 号 中「「法人税及び地方法人税」」 を「「法人税、地方法人税及び防衛特別法人税」」 に 、「）及び」 を「）、」 に 、「の額」 を「及び防衛特別 表 五 の 表 中

 繰戻還付加算金減少納付額に相当する防衛特別法人税

防
衛
特
別
法
人
税

法
人
税
、
地
方
法
人
税
及
び

法
人
税
及
び
地
方
法
人
税

「 「

を

」 」
別法人税（及びに掲げるものを除く。）の額」 に 改 め 、 同 号 中「法第38条第１項第２号（法人税額等の損金不算入）に掲げる」 を「国税通則法第35条第２項（申告納税方式による国税等の納付）の
規定により納付すべき金額のうち同法第19条第４項第２号ハ（修正申告）又は第28条第２項第３号ハ（更正又は決定の手続）に掲げる金額（以下この号において「繰戻還付加算金減少納付額」という。）
に相当する」 に 改 め 、 同 号 中「法第38条第１項第５号に掲げる」 を「繰戻還付加算金減少納付額に相当する」 に 改 め 、 同 号 に 次 の よ う に 加 え る 。

別 表 六 の 表 中

「 法第69条第２項により控除できる金額
（別表六（三）「30の」）

法第69条第３項により控除できる金額
（別表六（三）「34の」） 」

を

「 法第69条第２項により控除できる金額
（別表六（三）「31の」）

」

に 改 め る 。

法第69条第３項により控除できる金額
（別表六（三）「35の」）

別 表 六 の 表 を 次 の よ う に 改 め る 。
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令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



別 表 六 の 記 載 要 領 第 二 号 中「「道 府 県 民 税
（×１％）又は（別表六（三）付表一「28の」） 」」 を

「「道 府 県 民 税
（×１％）又は（別表六（三）付表一「28の」） 」」 に 改 め 、 同 第 三 号 中

「「市 町 村
（×６％）又は（別表六（三）付表

民 税
一「28の」） 」」 を

「「市 町 村 民 税
（×６％）又は（別表六（三）付表一「28の」）  に 改 め 、 同 第 六 号 中「「」から「」まで」 を「「」から「」まで」 に 改 め る 。」」

別 表 六 の 二 の 表 中
「 法第144条の２第２項により控除できる金額

（別表六（三）「30の」）

法第144条の２第３項により控除できる金額
（別表六（三）「34の」） 」

を

「 法第144条の２第２項により控除できる金額
（別表六（三）「31の」）

法第144条の２第３項により控除できる金額
（別表六（三）「35の」） 」

に 改 め る 。

令
和

年

月


日
月
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報

別 表 十 七 三 の 六 の 記 載 要 領 第 一 号 中「「特別措置法」 を「「復興財確法」 に 改 め 、「特例等）」 の 次 に「又は我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法（令和５年法律第

69号。第３号において「防衛財確法」という。）第43条第１項（防衛特別法人税に係る法人税法の適用の特例等）」 を 加 え 、 同 第 三 号 中「特別措置法第33条第１項」 を「復興財確法第33条第１項又は防衛財

確法第43条第１項」 に 改 め る 。

（ 租 税 特 別 措 置 の 適 用 状 況 の 透 明 化 等 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 三 条 租 税 特 別 措 置 の 適 用 状 況 の 透 明 化 等 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 （ 平 成 二 十 二 年 財 務 省 令 第 二 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 記 様 式 の 記 載 要 領 第 五 号 中 「の規定 」 を 「又は防衛特別法人税に関する省令（令和７年財務省令第31号）第８条第２項の規定 」 に 、「同項 」 を 「これらの規定 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 省 令 は 、 令 和 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。



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